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平成２４年第１回豊能町議会定例会会議録（第２号） 

 

年 月 日 平成２４年３月６日（火） 

場 所 豊 能 町 役 場 議 場 

出 席 議 員 １４名 

       １番 橋本 謙司      ２番 井川 佳子 

       ３番 高橋 充德      ４番 岩城 重義 

       ５番 小寺 正人      ６番 山下 忠志 

       ７番 永並  啓      ８番 竹谷  勝 

       ９番 福岡 邦彬     １０番 秋元美智子 

      １１番 平井 政義     １２番 高尾 靖子 

      １３番 西岡 義克     １４番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により議会に出席を求めた者は、次のとおり 

である。 

町 長  池田 勇夫      副 町 長  室木 伸治 

副 町 長  田中  守      教 育 長  小川 照夫 

総 務 部 長  乾  晃夫      生活福祉部長  上林  勲 

建設環境部長  川上 和博      上下水道部長  高  秀雄 

教 育 次 長  桑田 良彦      消 防 長  西本 好美 

会 計 管 理 者  上西 悦子 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  大西 俊秀      書 記  杉田 庄司 

書 記  高橋 欣也 
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議 事 日 程 

平成２４年３月６日（火）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３２分 

 

○議長（福岡邦彬君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。 

  質問者は質問者席に登壇して、質問を行

ってください。 

  公明党の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて８

０分とします。 

  山下忠志議員を指名いたします。 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  おはようございます。 

  ６番、公明党の山下忠志でございます。

３月議会のトップバッターということで

少々緊張しておりますが、ろれつが回らな

いとこもございますが、その辺はお許し願

いたいと思います。 

  まずは、通告書に従い、順次質問を開始

したいと思います。理事者の皆様方には前

向きな答弁をぜひよろしくお願い申し上げ

ます。 

  まず、１番目でございますが、いろいろ

ワクチンの接種等も行われております。そ

のうちの、私、今回は子宮頸がんワクチン

の接種についてをお伺いしたいと思います。

今まで過去３年以上、３年だったと思いま

すが、この接種の制度がありますが、今ま

でこの３年間どのような、接種率が上がっ

てきたのかということをまずお伺いしたい

と思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えをいたします。 

  子宮頸がんワクチンの接種でございます

が、子宮頸がんワクチンにつきましては任

意の予防接種でございます。都道府県に設

置されました大阪府ワクチン接種緊急促進

基金を活用いたしまして、ワクチン接種に

対する一部助成を昨年の４月から実施した

ところでございます。 

  対象者は、豊能町に住民登録または外国

人登録がある女性の方で、中学１年から高

校１年の年齢の方でございます。対象者数

は４０１人、接種者数は１３２人でござい

まして、接種率は３2.９％という状況でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  このワクチン接種、大変有効なワクチン

だと聞いております。ほとんどがこのワク

チンを接種すれば予防できると、大変有効

なワクチンです。これの接種率を向上させ

るというのが最も大切なことということは、

もう理事者の皆さん方もおわかりだと思い

ますが、国におきましても平成２４年度も

この制度が継続されます。単年度ではござ

いますが、恒常的になればいいなと思って

おりますが、来年度におきましてこの接種

率向上に向けていろいろな施策を考えてお

られると思いますが、その辺の計画をお尋

ねしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  平成２４年度の接種率の目標でございま
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すが、平成２３年度の実績を上回ることを

目標にいたしておりまして、対象者は３８

３人おられます。目標接種者数は１４０人

で、目標接種率は３７％という計画をして

おります。 

  目標を達成するための取り組みとしてで

ございますが、平成２３年度も行いました

が、広報紙、町ホームページへの掲載、校

長会を通して全中学生に勧奨用チラシの配

布等を行いまして啓発に努めてまいりたい

と思っております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  今、この目標を聞きまして、大変愕然と

しておる一人でございます。目標が３７％。

どこかの政治家が、２番ではだめですかと

いう発言もあったと思いますけど、私はや

っぱりこれは１００％を目標にするのが行

政に与えられているのではないかと思いま

す。その結果８０％とか７０％になること

は理解いたしますが、もともと３７％、こ

れは目標が低いのではないでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えいたしたいと思います。 

  議員おっしゃいましたように、１００％、

もっと高い、また８０％という目標を掲げ

るべきかもしれませんが、予算に計上して

おるのはある程度実態に即した予算計上を

しなければいけないということから、こう

いう目標にしております。ほかの保健事業

につきましても高い目標率設定をして予算

計上すべきかもしれませんけど、不用額等

出る場合、財政上といいますか、予算上そ

ういう高い目標を掲げた予算は組めません

ので、一応現実的な予算を組んでいるとこ

ろでございます。 

  もし目標以上に受診者があれば補正予算

等で対応してまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  このぐらいの目標でしたら、何もしない

と、前年度と変わらないということしかと

らえられないと思うんですね。やはり５

０％なり計上すべきだと私は考えるもので

ございます。 

  そして、確かにこれは任意の接種でござ

いますので、自己負担金もありますよね。

平成２３年度におきましたら１回につき4,

０００円、これがまずネックになってるの

かなと思いますが、それとともに、認めら

れた指定された医療機関７カ所ございます

ね。東地区では１カ所しかございませんが、

１年間これは行えるんですけれども、なか

なか、あしたがある、あしたがあると思う

となかなか、私、接種のタイミングを失う

と思うんです。そこで私、一つ提案なんで

すが、ちょうどこの１回目のワクチンを接

種するときがちょうど中学校入学時に重な

ると思うんです。これについて以前も一回

お話しさせていただいたと思うんですけど、

そのときに、今まで検討したことはないで

すけど一度医師会とも検討してみたいなと

おっしゃられたと私は記憶しておるんです

けれども、その辺、私の、この中学入学時

に団体接種をされたらいかがか、これによ

って接種率がぐんと上がるのではないか、

８０％とか１００％に近く、やはり任意で

ございますので、あくまで、ただいまのと

ころ、自己負担金はかかりますが、それで

も本当に一人一人の健康に対する施策が前

向きに行えるんじゃないかと思うんですが、
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この辺、団体接種についてどうお考えかお

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  団体接種の件でございますが、議員、今

もおっしゃいましたように、この予防接種

は任意の予防接種でございます。接種率の

向上には、今、議員おっしゃいましたよう

に団体接種というのが一つ有効かもしれま

せんが、この予防接種は接種を受ける生徒

の体調を十分に把握することが難しいこと

や、保護者も同伴しないので事故などへの

リスクや、接種時に貯蔵設備が必要である

など、多くの課題がございます。私どもは

現段階ではあくまで個別接種を中心に考え

ておりまして、集団接種につきましては考

えていないというところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  国が行わなければやらないということで

ございますよね。そうとらえさせていただ

きます。 

  今、体調とかを把握しにくいいうことで

すが、ほかのワクチン等もその辺はあると

思うんですけど、その辺は言いわけかなと

思っております。ぜひこの団体接種に向け

て検討されることを要望して、この件は終

わりたいと思います。 

  次に行きます。 

  ２番目に、太陽光発電設置の助成制度に

ついて質問したいと思います。 

  昨今、３．１１以降、原子力発電が見直

される中、関西ではすべてとまっておると

いうことでございますが、再生可能な再生

資源発電が有望視されております。先日発

表されました町政運営方針の中で節電につ

いて述べられております。これも大変有意

義だと思いますが、もう一歩前向きに太陽

光発電に取り組む考えはないでしょうか。

幸いにして豊能町はそのほとんどが一戸建

ての住居でございます。また住居の周りに

太陽光を遮る高いビルなどはなく、最も太

陽光発電に適している地域だと思いますが、

町の考えはいかがでございましょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  太陽光発電についてのお尋ねでございま

すが、太陽光発電といいますのは発電時に

ＣＯ２を排出することなく、地球温暖化対策

にも寄与することができますし、枯渇しな

いという活用から、非常に有意義であろう

ということは考えておるところでございま

すが、本町にとっては日照時間の詳細な検

証とかいうのはまだできてはおりませんが、

おっしゃるように一戸建て住宅が多いこと

から、一戸当たりの発電容量を確保するに

は設備的に可能であろうというふうに考え

ております。 

  また先ほどもおっしゃいましたように、

日差しを遮るような大きな建物がないとい

うような住環境からも、各家庭で消費され

るであろう発電量を賄うに足りる太陽光発

電を設置するということは可能であろうと

いうふうに考えておるところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  太陽光発電、有効な一つであるという認

識は共有できたと思います。 

  現在この太陽光発電について、設置につ

いて、１キロワット当たり国のほうから４

万8,０００円の補助金がございます。また
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発電した場合、電気の売電は１キロワット

アワー当たり４２円であります。これ平均

的な家庭では約１０年間でこの償却ができ

るという具合に計算されております。こう

いった制度に加え、自治体独自で補助金制

度を設けるところがあります。大阪府下で

も、今、私の知る限り１２カ所だったと思

います。町においては河南町でしたですか、

１カ所だけ、北側はどこもやってないとい

う状況でございます。豊能町のこの独自に

補助金を出して豊かな自然環境を生かした

まちづくり、ぜひ町内外のＰＲにも、活用

にも私は有効だと考えますので、この辺の

町の補助金の制度をどうお考えかお伺いし

たいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  家庭用の太陽光発電設備に係る導入補助

につきましては、先ほど議員がおっしゃい

ましたように、国の太陽光発電普及センタ

ーというところにおいて補助制度がござい

ます。平成２３年度にありましては、先ほ

どおっしゃいましたように、１０キロワッ

トアワー未満では１キロワットアワー当た

り４万8,０００円の補助ということになっ

ております。補助事業は平成２４年度も継

続されるというふうに聞いておりますが、

応募期間それから補助金額の詳細はまだ決

定を見ておらないというふうに聞いており

ます。 

  さらにおっしゃいましたように、町の単

独補助制度につきましてでございますが、

これは平成２１年６月議会でもお答えいた

しましたように、町としては今現在考えて

おらないところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  考えておらないということは、やはり私、

こういうのは前向きに検討して、この太陽

光発電だけじゃなくしてこういうこと、こ

れも一つだと思うんですけども、やはり豊

能町というのをＰＲする、悪いうわさはほ

っといても流れますけども、いいうわさ、

そういった情報は流れないんですね。こう

いったことをとらえて豊能町というこの環

境のいいまち、これをどんどん、どんどん

町内外へ発信する、こういう取り組みが私

は大切だと思います。この補助金が例え２

万円だったとしても、それがやはりマスコ

ミなどを通してＰＲ、豊能町をＰＲする、

ほかになかなか豊能町に目新しい有意義な

ものが私自身見つけられてない状況でござ

います。豊能町の特徴としてこういうこと

もぜひお考えいただきたいなと思います。

そして豊能町をＰＲ、環境にふさわしい優

しい町であると、またそういうことをぜひ

取り組んでいただくことを要望しておるん

ですけども、今現在どのぐらいの方がつけ

られているか、一遍調べられたことなんか

ありますでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  家庭用の太陽光発電の設置者数のデータ

等は持ち合わせておりません。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  その辺も一遍、やはりお忙しいことと思

いますが、現状はどのようになっているか、

この現状を把握もやられて、ぜひ検討して

いただきたいと思います。私も人に言う限
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りは、この間ちょっと希望ヶ丘の５丁目と

６丁目、約５００件ございますが、ここら

辺を歩いて見てまいりました。何と奇特な

方がおられまして、２５件もう既に設置さ

れてるんですね。５％です。これの後押し

のためにここで豊能町もう一歩補助金制度

をつくられることを要望してこの質問は終

わります。 

  次に３番目でございますが、救急救命対

策についてお伺いしたいと思います。 

  先月、私の手元にも町から封書が届きま

して、中をあけますと介護被保険者証が届

きました。うれしくも高齢者の一員となら

させていただきました。ますますこの豊能

町も団塊の世代が６５歳以上に、陸続と続

いてくると思います。そこで高齢化が進む

と、それに比例して、残念でございますが

救急車の発動が多くなることが、私、推測

するんですけども、まずこの３年間の救急

車の出動推移はどのようになっておるかお

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  お答えいたします。 

  平成２１年、平成２２年、平成２３年の

実績から御説明させていただきます。まず

平成２１年中でございますが、搬送７５４

人を搬送しておりまして、このうち６５歳

以上の高齢者の搬送割合は全体の５6.６％、

平成２２年中におきましては７１４人を搬

送しておりまして、このうち６５歳以上の

割合が全体の５8.３％、平成２３年中にお

きましては８５３人の搬送しておりまして、

このうち６５歳以上の高齢者の搬送割合は

全体の６2.０％ということで、年々高齢者

の搬送件数がふえております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  やはり私の推測もまんざら外れてるわけ

ではないと思います。やはり高齢者がふえ

てくると必然的に救急車のお世話になるこ

とがふえると思います。そこで豊能町の、

今、態勢は、救急車はたしか私の知る限り

３台だと思うんですけども、十分賄えてい

るんでしょうか。出払って、重なって、よ

そから応援があったとか、そういうことは

ございますでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  お答えいたします。 

  現在、救急車にあっては本署、出張所各

１台ずつ、非常用の救急車合わせまして３

台運用をしております。年間でございます

が救急で３件出動することもございます。

そのときにつきましては応援協定というの

がございまして、例えば川西市消防さんの

救急をお願いするとか箕面市さんの救急を

お願いするとかということで対応をいたし

ておりますので、今のところは不備がござ

いません。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  やはりこれからどんどんふえてくると思

うんですね。そこで池田市の細河のあの辺

あたり、随分近いんじゃないかと思います。

特に西側の方は近いと思います。重なって

くることも、出払って３台も出動している

ということもこれから考えられる。その中

でこの提携を池田市にも協力を仰ぐ、また

提携をふやしていくいうお考えはございま
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すでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  池田市との関係でございますが、池田市

とは隣接消防相互応援協定というのを今現

在締結しておりません。ただ府下の広域の

部分で特殊災害とか大規模災害の発生した

ときには、十分、池田市さんの救急車の出

動もお願いできるというふうになっており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  平成２４年度の予算書の中に、消防署の

ＡＥＤの機器の更新を計画されております。

これはもう新しい、いいものをということ

は十分理解しております。今のところ救急

車が出払って対応できなかったことはなか

ったと理解しておりますが、今後は考えら

れると思います。そこでそういったときに、

よその応援もさることながら豊能町には大

変優秀な消防団組織というのがございまし

て、本当に感謝しておるところでございま

すが、この方たちは消防だけじゃなくして

救急救命の訓練もされておると思いますが、

この方たちを、我々一般よりもやはり日ご

ろ訓練されておりますので、そういったと

きにもしか救急車が遅いとか間に合わん、

出払っているというときに、近くにおられ

たときには率先して多分出てこられると思

うんですけれども、そういったときに消防

団にも私はＡＥＤ、これをぜひ配備するこ

とを考えていただきたいと思いますが、そ

の辺はいかがでございましょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  お答えいたします。 

  まず、消防団の主な活動というのは、や

はり水害、火災、地震の防除というのがや

っぱり主な目的でございます。先般の阪神

淡路大震災、また東日本の震災においては

消防団活動の重要性が改めて認識をされた

というところでございます。 

  本町におきましては、消防団活動の一環

といたしまして普通救命講習というものを

消防団員さんに定期的に受講してもらって

おりまして、まずはそういう災害出動に消

防団員さんをお願いするということはまず

あって、ＡＥＤの設置につきましては、基

本的には多数の人が利用し、また出入りし

というところに設置をするのが一番有効か

なというふうに思っております。現在、町

の公共施設においてはたしか２９カ所設置

をされているというふうに記憶しておりま

す。消防庁舎においてもＡＥＤを設置して

いるということで、まずは消防団員さんに

あっては、現場へ行きまして通常の心肺蘇

生の応急手当てをしていただくという形の

中で、我々消防署の救急隊に引き継ぐとい

う形のそういう訓練もしておりまして、そ

れが今の豊能町消防団の活動としては限界

なのかなというふうな感じはいたしており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  一般的な心肺蘇生を施すということなん

ですけど、そこにＡＥＤがあればそんなに

費用もかからないと思うんです。それがあ

れば心肺蘇生で人の命が助かるいうことも

多くあると思うんですね。その辺も、そし

てそのＡＥＤの場所も団員の方であればす
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ぐわかるということがメリットだと思うん

です。ぜひこの辺も前向きに、この豊能町

の住民の命を守ることから、ぜひこれも前

向きに検討していただきたいと思います。

すぐに対応できないかもわかりませんけど

も、この辺も検討をお願い申し上げます。 

  次に４番目でございますが、緊急避難時

対策について質問を行いたいと思います。 

  先般、豊能町におきまして１月１７日の

日に防災訓練をされました。そのときに

我々も議会として備蓄倉庫を見学させてい

ただきました。この中にもいろいろなもの

を備蓄されておると思いますが、備蓄物資

の必要数はどのような計画に基づいて配備

しておられるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  備蓄倉庫、備蓄の物資をどのような基準

で置いておるかということでございますが、

これにつきましては大阪府の地震被害想定

に基づく備蓄等の考え方というのが示され

ておりまして、例えばアルファ米とかそう

いうなんであれば大阪府の人口の約１割と

いうことで、大体大阪府には８２万7,００

０食が今現在蓄えられているということで

ございます。 

  豊能町の場合も約人口の１割ということ

で、今2,６５２名食分を備蓄しているとい

うところでございます。また毛布につきま

しても、避難者生活の人口の約１０％のう

ちの弱者として子どもと高齢者、人口比率

にして約３０％については市町村で備えな

さいというふうになっておりまして、その

ほかの分については大阪府が備えますとい

う形になっております。ですからそれで約

人口仮に２万5,０００人の３０％の１０％

ということにしますと、約７５０枚ぐらい

豊能町の備蓄としてはいけるわけでござい

ますけれども、現在では1,０００枚以上を

備蓄しているという状況でございます。こ

れにつきましてもまた今度１２月に国の防

災計画が見直されまして、大阪府もこれを

受けて３月２７日防災計画の見直しという

防災会議が開かれるというふうに聞いてい

ます。これについては津波が現在の計画よ

りも２倍の津波の被害想定してしなさいと

いう防災計画が恐らく示されるというふう

になっておりますので、例えば備蓄費等に

ついても全体的な、大阪府全体としての計

画が変わってくるのではないかなというふ

うに思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  人が生きていく中で一番大切なのは水だ

と私は思うんですけど、飲料水、これにつ

いてどのようになっておるんですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  飲料水につきましては、大阪府の中で重

要物資の中には入っておらないということ

でございます。豊能町についてもそういう

備蓄の水については十分確保しておるとい

うふうに思っているところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  飲料水については、もう一度お願いしま

す。十分確保しているとおっしゃられたと

思うんですけど、この備蓄倉庫に確保され

てるんでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 
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  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  備蓄倉庫の中には置いてはおりませんけ

れども、例えば備蓄水については今現在は

中央公民館と西公民館に約1,７００本ほど

備蓄はしておりますけれども、これについ

ては水道等にも府営水等の備蓄の水がある

というふうに認識しているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  豊能町は地形上、もしか何か山崩れがあ

りましたら取り残される地形だと思うんで

す。この飲料水をぜひもっと前向きに、豊

能町で確保していただきたいと思います。 

  以前、何年前ですかね、阪急バスで当時

私通っておりますが、茨木に抜けるところ

が、がけ崩れによって通えなかったことが

あります。そして高山回りでバスが通って

たこともあります。それがあちこちで起こ

ったら、それは大変なことになると思いま

すので、この辺の飲料水はまず何よりも大

切だと思いますので、この辺をしっかり確

保、備蓄していただきたいと重ね重ね申し

上げたいと思います。何か新しい情報あっ

たら。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  水道等につきましては、今、府営水等あ

るいは池田市からの水ということで、以前

よりも２系列の水が供給できるというよう

な形にはなってるというふうには思ってお

りますけれども、もしも水が全く来ないと

いうようなときについては、一応町のほう

でも造水機というのがございまして、川の

水を飲料水に変えていくというような方法

等についても一応機具等はそろっておりま

す。ただどれだけの水が１時間につくれる

かというのについてはまだちょっとデータ

としては持っておりませんけども、一応そ

ういう準備はしているところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  水の確保はよろしくお願いしたいと思い

ます、最も大切でございますので。 

  次に、こないだの防災訓練の折に私ども

議員は各備蓄倉庫を拝見させていただきま

した。その中でちょっと懸念することがご

ざいました。あるところは入り口付近に不

要な机が置いていて、いざというときこれ

役に立たへんなとか、倉庫の外壁、あれは

旧国鉄の貨物車を再利用したものですが、

もうぼろぼろに腐食していると、雨ざらし

になるん違うかなと思っております。この

辺、管理・点検はどのようにされて、また

どこが担当してやっているのかお聞きした

いと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  備蓄倉庫につきましては、議員御指摘の

とおり、吉川中学校及び東ときわ台小学校

につきましてはコンテナ等を倉庫にして備

蓄しているというところもございまして、

だんだんと腐食といいますか耐用年数が来

ているということでございまして、全部合

わせますと１７カ所で、今現在備蓄品を管

理しているという状況でございます。これ

については一定、今度の、はっきりいつに

なるかちょっとわかりませんけれども、防

災計画を見直すときに一定集中して管理で

きるような、例えば施設等があいてきたり、
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そういったようなしたときに、そういった

ようなところに備蓄をしていこうかという

ふうに今考えておりまして、一定管理のし

やすいように拠点を定めまして管理をして

いきたいというふうに思っているところで

ございます。点検等につきましては、例え

ば耐用年数とかいろいろございますので、

大体２カ月に１回から３カ月に１回ずつ、

ずっと各施設を回っているというような状

況でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  点検は２カ月なり３カ月とおっしゃるん

ですけれども、点検表をいうのをつくって

張り出して、そこへいつ、点検だれがした、

オーケー、そういうのもつくられたらいい

んじゃないかと思います。また、拝見した

ときに、だれが、まちの担当者がそのとき

に、いざというときに行っていただければ

いんですけど、不測の事故ですのでどう対

応されるかわかりませんので、今現在は倉

庫に入ったとこに大書きで、この倉庫には

何々が何点あるんだということをぜひ表示

していただきたいなと思います。 

  次の質問に入りまして、東西のあいてい

る場所など利用して１カ所にと、豊能町は

私もそれはなかなかいい案やなと。東・西

で１カ所に集中管理されるのも方法だなと

思います。そこで私から提案なんですけど

も、避難されるところは、もしか何かあっ

たら学校の体育館がいろいろな例を通して

多いと思います。ぜひ、おかげさんでと言

ったらわかりませんが、現実、小学校中学

校も子どもさんが、児童が少なくなってお

られまして、いろいろな教師とか体育館の

いすのとことかいうのがあいておると思う

んですね。その辺をぜひ備蓄倉庫に活用さ

れたらいかがかなと思います。これは提案

でございます。そして点検も担当を決めて

きっちりと、何カ月に１回とか、それでも

今よりかは、半年でもいいですから、必ず

この日には、例えば先ほどの３．１１を期

して１１日、１月、６月の１１日に行うと

か、日にちを設定して、やられることをぜ

ひ実行をされていただきたいと思います。 

  時間がきました。最後に、今まで数々質

問や提案をいたしましたが、その趣旨、背

景などをぜひ御理解いただき、今後の町政

に一つでも多く取り上げて実行していただ

くことを希求して、私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  次に、高橋充德議員を指名いたします。 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  おはようございます。２番手、指名をい

ただきました、３番、公明党の高橋充德で

す。理事者の皆様には、どうか建設的な答

弁をいただきますようによろしくお願いを

いたします。 

  ２項目示しておりますけれども、内容が

ちょっとこれに関係することで、るるたく

さんなると思うんですが、よろしくお願い

をいたします。 

  今年度の気候は、昨年と比べますとちょ

っと異変かなと感じられるような１年であ

りましたけれども、平成２４年度もぜひと

も安定した生活しやすい年であってほしい

と願っております。 

  町の運営においてもぜひとも安定した生

活が送られるように強く求められる年にな

るのではないかというように思っておりま

す。町長は町政運営方針の中で、高齢化や

人口減少により自主財源の大半を占める町

税が毎年大幅に減少し続けており、不安定

な町政運営となっていると、このように述

べられております。２５項目で示した財政
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再建計画を着実に実行して、限りある財源

を一層効果的に事業展開できるように行財

政運営をしていくとの方針を示されており

ますが、今ある財源で身の丈に合ったこと

しかしないよと言っておられるのですか、

これから税の増収を考えていかなければい

けないこの町に、町長は町税等の増収につ

いてどのような計画を持っておられるのか、

この点１点回答願って次の質問に入たいと

思いますので、この点、増収について町長

のお考えを一つお聞かせ願いたいと思いま

すが、よろしくお願いをいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  高橋議員の質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。 

  常々、非常に厳しい財政状況ということ

で私は申し上げております。今、高橋議員

の御質問でございますけれども、町の税収

についてということをお尋ねだというふう

に理解をしております。確かにおっしゃる

とおりに、町の税収につきましてはいろい

ろな方法があろうかと思います。しかしな

がら、今の現状を把握しておりますと、な

かなかそれが見当たらないというのが私の

今の現状でございます。都市開発税をいた

だくのがいいのか、あるいはごみの減量化

において、ごみのお願いをするのがいいの

か、いろいろな形の中で行政としては、営

業ではございませんので、なかなかいかな

い、今、質問にもございましたとおりに、

空き家バンクをどういう形でもっていった

らいいのかということも、考えておるわけ

でございますけれども、現在のところその

空き家についても、なかなか固有財産です

ので、我々が行政が介入してこういう形で

お願いできますかというようなことにつき

ましては、現在のところでは業者にお願い

をしてるということでございまして、なか

なか行政側が率先してやっていこうという

ことにはなっていかないということでござ

いますので、今、本当に私といたしまして

は、あるお金をいかにどういう形で節約し

て使っていくのかということを基本理念と

して考えながら財政再建に向かっていると

いうところでございますので、よろしく御

理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  ありがとうございました。 

  後からまた聞こうと思った事項も、町長

今、答弁していただいたんですが、その点

に関しても後でもう一回担当者のほうに聞

きますのでよろしくお願いをいたします。 

  私はやっぱり思いますのは、以前から申

し上げていることですけれども、さっき町

長からお答えあった空き家バンクのことで

ありますけれども、空き家が本当にふえて、

ふえて、ふえてきているんですよね。毎週

町内にも空き家、家ありますよというよう

なチラシがいっぱい回ってくるんですが、

やはり人口増と税収を上げる方策としては、

やっぱり今求められているのは町に人を呼

び込むことじゃないかというふうに思って

いるんですね。多分覚えておられるでしょ

うけども、平成２２年の第８回の定例会と

平成２３年の第２回の定例会においても一

般質問で、空き家の適正管理について私、

質問させていただいたんですが、町として

はそのときはもう何も考えないというふう

におっしゃったことは覚えておりますが、

大阪府知事が２月２７日の府議会で、防犯、

防災、景観上の問題などを解決するために、

このような空き家をなくすために、行政的
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に撤去できるような項目を盛り込んだ条例

を制定しようというふうに、大阪府もその

ように考えております。大阪府下でも大き

な問題となってきているんですが、もちろ

んこの豊能町に合ったような条例の制定が

望ましいとは思っておりますが、やはり町

内ではさっき言ったように町長からも、本

当に感じておられるとおり、空き家が多く

なってきていると、しかしまだまだ住むこ

とができる空き家がいっぱいあるんですよ

ね。そこで空き家バンク制度について、町

長もお話ありましたけれども、前回も空き

家バンク制度、一応制定していただきまし

たが、この制定しているけれども、畑つき

の古民家だけを、情報の提供を自治会のほ

うにお願いしているというふうに聞いてお

るんですが、今現在その空き家バンクに古

民家が情報提供してくれるところ、何軒ほ

どあったのか、ちょっと回答願いたいと思

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  町としましては、普通の、例えば東とき

わ台、光風台、それから新光風台等につき

ましては、民間のそういった不動産業者の

方がいろいろと情報等を流しておられると

いうふうに考えておりまして、先ほどから

もありましたけれども、田舎に住みたいと

いうような方を、旧の集落の中にあいたと

ころも大分見受けられてまいりますので、

自治会長にお願いをして、そういったよう

なところがあればこちらに知らせてほしい

ということでお願いをしたところなんです

けれども、今のところ１件も情報がいただ

いていないという状況でございます。いろ

いろとお話を聞きますと、所有者の方が不

明で自治会等ではわからないと、あるいは

必ずしも、家は持っておられるんですけれ

ども売却を望んでおられないとかいうよう

な回答がございまして、一遍これについて

は登録をしていただけるように、もう一度

また自治会等で話し合いをしていきたいと

いうふうに思っているところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  やはり対象を古民家だけに絞ると、どう

しても限定されるんですね。一番人口が減

しているようなところは、やはり光風台で

あったりときわ台であったり東ときわ台、

それと希望ヶ丘という新興住宅地の方がほ

とんど空き家になってきているですよね。

やはり古民家だけを対象にすると、やはり

これから先どん詰まりの状況になっていく

んですね。 

  そこで、後からまた、るる述べたいと思

うんですが、町として一つ施策をしていた

だきたいのは、住宅の耐震診断も引き続き

保証しますよということで一部助成を継続

してくれることになっております。それか

らまた保育所や幼稚園も第２子以降の保育

料無償化も継続となっております。大変画

期的なことなんですよね。ほかの町にもな

いことであります。非常にいいことであっ

て、教育のまち「とよの」をもっともっと

売り出してもいいんではないかというふう

に思っております。町長の町政運営方針の

中で、就学前児童を持つ家庭の転入を促し

ていきますというふうに、町長、演説の中

で書かれておるんですか、具体的にはこの

就学前の児童の転入を促す考えをどういっ

た計画で考えておられるのかということ、

具体的なことがあればお答えを願いたいと

思うんですが、よろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 
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  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  教育のまち、それから子育てのまちと、

先ほど議員がおっしゃられましたけれども、

幼保一元化あるいは保育料の無料化、それ

から乳幼児医療の助成の拡充ということで

昨年に引き続いてやっていく計画をしてお

るところでございますけれど、これにつき

ましては、どういうことをやっているかと

いうのについては、教育委員会の関係につ

いてはパンフレット等を教育委員会で作成

をしてＰＲ等をしていただいております。

こういったような施策についてはホームペ

ージ等で、施策をしていかなければならな

いというふうに考えているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  今、総務部長からも答弁がありましたよ

うに、教育委員会といたしましては昨年リ

ーフレットを作成しておりまして、その後

第２弾を作成したところでございます。

東・西それぞれの不動産に配布をお願いし

ておりまして、先日も私、東のほうの希望

ヶ丘の不動産屋に行ってまいりましたが、

あのリーフレットによっていろいろ問い合

わせがきているということで、平成２３年

度からスタートいたしましたところ、現在

３つの所園で約３００人の園児を預かって

おりますけれども、そのうち対象者が約５

０名ということで、年額にして６００万円

の効果が出ております。そういったことで、

不動産会社も大変喜んでおりまして、問い

合わせがあった際には必ず電話でお答えし

たり、そのリーフレットを渡していただい

ているということでございまして、これが

いろいろな口コミでふえていっているので

はないかというふうに考えておりまして、

今後ともそういった施策は進めていきたい

というふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  ちょっと残念ながら、転入については教

育委員会のみにお任せするというのはちょ

っとやっぱり気の毒な面もあるんですが、

やはり町のＰＲという施策をしっかりとと

って、町にどれだけの若い世代の人を呼び

込めるかということが大事なこれからの施

策になってくるんじゃないかと思うんです

よね。やはり総務部長がおっしゃったよう

に、なかなか教育委員会だけにお願いして

いるだけではいかんと思うので、そこで、

ぜひとも提案をしたいことがあるんですが、

町としてはやはり、さっき町長からもお話

があったんですが、ＰＲするのは行政の仕

事じゃないというふうにおっしゃっておっ

たんですが、もう一度その考え方を変えて

いただくような考えを、お答え願いたいと

思うんですが、やはり町にある宅建の紹介

というのは業者任せということなんですが、

やはり一般の家だから行政がやることじゃ

ないというふうに思っておられるかもしれ

ませんけども、税収をふやしていく上にお

いては行政と業者とも一体となった方法も

これから先考えていかなきゃいけないんじ

ゃないかと思うんですね。やはり税も減収

の一途と言っておるわけですから、将来少

しでも税収をふやす方向に持っていかなけ

ればいけないと、町内の不動産業者と提携

をして、協定を結んで、空き家バンク制度

を充実させると、豊能町の空き家バンクの

窓口といったようなホームページを開設し

て、全国どこからでも豊能町の状況が見れ



 

 2－15 

るというような方向をとるべきだというふ

うに思うんですね。 

  現在、住宅情報のホームページ上に、鉄

道の沿線ごとであったり、また自分が探し

たい間取りの分であったり値段であったり、

そういうような情報はインターネットで全

部、ホームページ上で調べられるようにな

っておるんですね。残念ながら豊能町につ

いては情報提供してないから載ってないん

ですが、そこに載るような方策もとってい

かなきゃいけない、税収を上げるためには

やらなきゃいけいけないと思うんですが、

一番早いのは、やはり町のこの空き家バン

ク制度をさらにさらに充実をさせていかな

ければいけないんじゃないかと思うんです。

総務部長からもお答えあった、その古民家

だけで、田舎に住みたいというだけでなく

て、教育長のほうから御回答があった、や

はり教育という面でもしっかりと売り出し

て、この町に若い人たちをどんどんと取り

込んでいるような施策があってしかるべき

ではないかというふうに思うんですね。 

  そこで二、三、例を示しますと、これは

結構、町長おっしゃいました行政と業者が

提携をして、協定を結んで、かなりの市町

村が空き家バンクをつくってます。二、三

言いますと、千葉県のいすみ市、山梨県の

甲州市、あと山形の山辺町というのがある

んですが、ここにも不動産業者と協定書を

作成して町のほうに、市のほうに多くの人

に住んでもらおうと、取り組みをしようと

いう施策をとっております。これは業者と

の協定ですから、その点はしっかりと協定

を結んでやっていかなきゃいけないことな

んですが、実際に自治体がとっているとこ

ろもあるんですね。ですからこれから税収

を考えて、若い人たちを入れ込んでいくこ

とを考えて、町がさびれていくことのない

ようにするためには、こういった思い切っ

た手法をとらないとできない、ですからだ

れか一人二人真剣に考えていただいて、そ

ういうような空き家バンク制度をしっかり

とつくっていこう、町に税収をふやしてい

こうという考えをぜひとも持っていただき

たいと思うんですが、この点もう一度検討

していただけるかどうかということを御返

答願いたいと思うんですが、よろしくお願

いをいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  今お示しいただきました、千葉県とか山

梨とか山形のそれぞれの市町がどういうふ

うな形でやっておられるかというやつにつ

いては、一遍研究をさせていただきたいと

いうふうに思っております。ただ、いろい

ろな問題点が出てくるのではないかなとい

うふうに思っているところではございます

が、研究はさせていただきたいと思ってお

ります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  ぜひともこれから、豊能町の将来を考え

ると思い切ったメスを入れていくというこ

とでやって、本当に検討して真剣に考えて

いっていただきたいというふうに思ってお

ります。 

  もう一つ、今の社会状況から考えると、

いま言った空き家バンク制度だけではなか

なかおっつかない状況にはなってきている

んですが、町としてやはり若い世代に入っ

てきてもらうために、やはり町に入ってき

たらこんな魅力がありますよということを

ぜひ訴えていかなきゃいけないと思うんで

す。そこで転入者に、例えば税金を、固定

資産税を５年間免除しますよとか、あとは
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町が住宅を買い取って、全部は無理でしょ

うけども、そういうふうなものを町の町営

住宅として転入者を安くして入れるとか、

やはり当初の予算はかかります。死に銭、

生き金がありますけども、生きた金をつく

るには、そのような思い切った税収策を、

一度は税収はないかもしれないけれども、

将来見込める税収であれば、ぜひともそう

いうことも考えていかないけないと思うん

です。しっかりとこの点も検討する余地が

あるのではないかと思うんですが、この点、

検討していただけるかどうかということも

ありますが、御回答願いたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  今、御提案ありました、例えば固定資産

税を安くする、あるいは以前からも御提案

ありますけれども、通学の子どもたちの定

期の援助といいますか、助成をするという

いろいろな提案もいただいておりますけれ

ども、どれが本当に効果を上げる施策であ

るかというのはなかなか難しいところだろ

うというふうに思っております。ただ、今

現在、先ほども教育長が言っていただきま

したけれども、今現在、町としては幼保一

元化とかあるいは保育料の無料化、それか

らやっぱり乳幼児の医療の拡大等でどうい

ったような効果があるかというのを検証し

ながら、また新たな施策に、限られた財源

もございますので、新たな施策に挑戦をし

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  検証するのはなかなか難しいところです

が、その検証するところに、問い合わせ先

ですね、いい例がありますのでちょっと御

紹介したいと思うんですが、広島県の三次

市、これは空き家バンクに登録の物件への

転入者へは、リフォームの費用を一部助成

してます。愛知県の田原市、ここでは空き

家を登録する方が空き家利用に必要な設備、

内装工事の工事費の一部を助成したりして

います。ほかにも富山県の富山市では住宅

取得・移転費等の補助をしたり、そのよう

にして転入を入れてるんですね。税収をふ

やすために、一度はさっき言ったような経

費がかかるけれども、後々税収がふえると

いう施策をとってるんですね。もう一つ、

この前、大阪市長の橋下市長が西成区に若

い世代を入れ込むために思い切った施策を

とろうとしてますよね。こういったことを

やっぱり当初は必要なんですけれども、将

来見込めるんであれば、身を切ったそうい

うふうなことも考えていかなければいけな

い時代にきているのではないかというふう

に感じております。これから将来、長い世

代、豊能町に住みたい、この町に住みたい

と思っていただけるためにはそういった施

策をとっていってもらいたいと思いますの

で、どうか町全体として考えていっていた

だきたいというふうに思っております。 

  次に移らせていただきます。 

  学校の安全対策について質問をさせてい

ただきます。学校の安全は生活安全、交通

安全と災害と防災の安全の３つの領域で構

成されていると思っておりますが、豊能町

においては教育基本方針に、学校保健計画

と学校安全計画というのを策定して、学校

教育の計画にこの２つを位置づけておりま

すが、安全計画について保護者等から大切

な命を預かっている学校が、その計画とい

うのは６校ありますけれども、６校ともで

き上がっているのか、その実証はされてい

るのかということをお聞かせいただきたい

と思いますが、よろしくお願いをいたしま
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す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  学校の安全対策についてでございますが、

学校安全計画は６校とも出ております。そ

こにうたっておる避難訓練等を行っておる

ところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  そうですね。やっぱり保護者から大事な

命を預かっている学校施設ですから、しっ

かりと防災の関係においてもそうですが、

生活、交通もすべてにおいて教育をして、

さらに徹底をしてもらいたいと思っており

ます。 

  昨年１０月に、各学校長に御協力を願っ

て防災の点検を、聞き取り調査と現地の巡

回の確認をさせていただきました。それを

調べた結果を大阪府に提示をいたしまして、

小学校の、中学校の防災についてを取りま

とめた報告をさせていただいたところであ

りますが、残念ながら防災関係の防災の取

り扱い、要するに受け入れ体制、これは避

難所となった場合の、学校としてはどうあ

るべきだというところのマニュアルなんで

すが、残念ながら１校しかできていなかっ

たという、これは確認させてもらったんで

すが、これは上からの指示があればつくる

んですがという話を聞いたんですが、なか

なかこういったマニュアル的なものができ

てないのが現状なんですね。１校の校長先

生はしっかりと、子どもを預かっているん

だからここまでしっかりやらないかんとい

うふうにして取り組んでいただいたところ

も確かにあるんですね。そういうところを

もう一回、そういう教育委員会の中で徹底

をしてつくって、それを検証してもらいた

いと思っております。多分交通安全につい

てはやってます。これは確認しております。

あとは生活安全、これもやっているけど、

防災の拠点になった場合のマニュアルにつ

いてはなかなかできてないのが現状だった

ので、この点をしっかりと見直していって

いただきたいというふうに思っております。 

  もう１個、生活安全の中で食も安全に含

まれるわけですが、最近よく町内の中でも

聞かれるんですけれども、福島原発以降、

放射能の汚染が気になるというふうにおっ

しゃる方が結構おられるんですが、町にお

いてこの給食の食材の検査は実施している

のかどうかというのをちょっとお尋ねした

いと思いますが、この点いかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  一義的には、ほとんどその給食に関して

は、米は１００％本町のものを使っており

ますし、野菜もほぼ１００％に近いぐらい

が本町で生産されたものを使っている。そ

れ以外の、例えば肉類、魚、牛乳、これは

本町では調達できませんので、一定の業者

に依頼をしている。これについては既に震

災以降、納入されている業者に対してチェ

ックシートというのを渡しておりまして、

その回答をいただいておりまして、そこに

問題はないということで対応しておるとい

うことで、一応業者を通してそういった調

査はしたということでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 
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  やはりナーバスになっている方が結構お

られますので、これからもぜひとも業者に、

町については多分大丈夫だというふうに思

っておりますが、それでもまだまだ安心で

きないような方もおられるけども、やはり

その業者、要するに肉とか魚とかにもしっ

かりと点検・検査の目を光らせていただき

たいというふうに思っております。 

  次に、内容的に変わりますけども、中学

校においては来年度から１年生、２年生の

保健体育の事業について、武道が必須の科

目となってきています。武道を教える教員

には指導経験者、特に医学的知識を学んだ

指導者も必要であると思っておりますが、

この点は教育委員会どのように考えておら

れるんでしょうか。回答をお願いいたしま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  医学的見地からというのはなかなか難し

いところも、義務づけるのは難しいと思い

ますが、今、本町でやっておりますのは、

毎年この救命講習については消防署のほう

に依頼をいたしまして実施をしております。

対象者としては保育所、幼稚園、小・中す

べての教職員を対象にしておりまして、３

０名位単位で受講していただいているとい

うことでございます。 

  また新任教員については、これは義務づ

けということで、毎年必ず講習を受けるよ

うに指導をしておりまして、一定の講習は

受けているというふうに判断しております

が、なかなか医学の面でというところまで

は実態としてはないかもしれません。ただ、

今回の震災を受けて、そういった防災に関

する講習もそうですが、それから今、議員

がおっしゃいました、来年度に向けての柔

道導入に対する講習というのも、先般来か

ら柔道をされてお子さんを亡くされた、そ

ういった団体の方が国のほうに要望もされ

ておりまして、府からも注意をした指導と

いうことを求められております。近々、府

の方からもマニュアルを出すと聞いており

ますので、それに従ってやはり教職員につ

いてもその辺の講習は徹底していきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  医学的知識というのは、何も医科大学、

医者の免許を持ったというのではなくて、

やはり教育長おっしゃったようなＡＥＤの

使い方とか心肺蘇生法とか応急手当法とか、

そういったごく簡単な医学的知識といいま

すか、それを義務づけるということで、私、

言わせてもらったんですが、不測の事態が

発生した場合ということを考えますと、日

本スポーツ振興センターのデータというの

があるんですが、これは１９９９年から２

００８年の９年間、これのデータでこうい

うことが出てるんですね。学校の管理下で

の死亡事故統計というのがあるんですが、

９９９件、９年間で９９９件発生して、５

６７件、約５７％の生徒が突然死というこ

とで亡くなっておるんですね。突然死とい

うことで特に多いのが心臓震とうという心

臓病で亡くなっている。前胸部の衝撃によ

る不整脈が原因だということで亡くなって

いる方が多いんですね。そういうことも念

頭に置いた教員指導、これも必要になって

くるんじゃないか、今、一番多いのはこう

いうことが事故が多いんだよということも

やはり全教師が、教員が承知しておくとか

なり救命率も上がってくるということなん

ですね。 
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  また柔道による中学生の事故というのを

見ますと、過去２７年間で死亡事故が１１

４件、あと、障害が残った事故というのが

２７５件も発生してるんですね。他のスポ

ーツ事故に比べるとやはり4.７倍というす

ごい高率の事故が発生してきている、柔道

といいますと。多分町も柔道を取り入れる

んじゃないかと思うんですが、この点をし

っかりととらまえて考えていかなきゃいけ

ないと思うんですが、そこで質問なんです

けれども、衝撃を伴う武道を行う学校の管

理下で、さっき言った突然死を予防するた

めに、心臓震とうなんかの突然死を予防す

るために、学校の柔道の先生だけの、体育

保健体育の先生という教科を担当する教師

だけでなくて、教職員すべてがやはり注意

を払って生徒の健康管理を充実することが

大切であるというふうに思っておるんです

が、その点を踏まえますと、やはりさっき

言った、一応３０名単位で受けているとお

っしゃいましたけれども、それ以降やはり

もう一回大きく広く義務づける、義務づけ

は、新任は義務づけるとおっしゃいました

けども、やはり義務づけるのはすべての教

職員に義務づけてやっていかなきゃいけな

いんじゃないかと思うんですが、この点、

義務づけて受けさせるんじゃなくて、もう

受けなきゃいけないというふうに義務づけ

て、それからちゃんと講習修了証もしっか

りと毎年更新できるような体制をぜひとも

とってもらいたいと思うんですが、このこ

の点いかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  柔道につきましては、府のほうからの指

導もありまして、３点のことが言われてい

ます。一つは生徒の技能、レベルの段階に

応じた指導をすることが一つ。それから二

つ目は行政として環境の整備それから用具

等の点検を必ずやること。そして三つ目は

生徒に対してルールや決まりごとをきちん

と励行するように指導することという、こ

の３点が言われております。そういったこ

とで、現在は実際に担当する体育の教員が

講習を受けておりますけれども、先ほど来

からも御質問がありますように、一応初任

者には義務づけておりますけれども、その

他の教員についてはこれを機会に一応把握

させていただいて、受けてない人がいれば

必ず受けるようにと、この豊能町の教員と

して在職している間には受けるようにとい

う、そういう指導はしていきたいというふ

うに考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  ぜひとも全教員に、早く調べてもらって

義務づけられるように、普通救命士として

やはり消防長とタイアップしてもらいなが

らぜひとも進めていっていただきたい、こ

のように思っていますので、その点よろし

くお願いします。 

  あとは、中学生になるとさっき言ったよ

うに柔道を習うわけですけども、小学校の

生徒、この小学生の子どもたちにも命の大

切さというのはやはり学ばせていかなきゃ

いけないんじゃないかというふうに思うん

ですが、この件について教育委員会は、小

学生に対しての教育についてどのように考

えておられるか、また現在どのような教育

をしているかというところをちょっとお答

え願いたいと思うんですが、よろしくお願

いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 
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  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  学校の安全教育というところでございま

すが、安全教育の教科及び領域で、学習指

導要領においては教科の中で取り上げるこ

ととなっております。小学校におきまして

は、まず小学校の体育、小学校の社会のこ

の２つで取り上げております。小学校の体

育では学校生活上の事故などによるけがの

防止において危険を予測し回避することな

どが盛り込まれております。小学校の社会

では災害や事故から人々の安全を守る工夫、

人々の安全を守るためにそこに従事してい

る人々の工夫などが盛り込まれておるとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  口頭で文書で教育いうような感じを受け

るんですが、実体験というのがやっぱり必

要になってくるんじゃないかと思うんです

が、今の小学生が中学生になり大人となっ

ていくわけですから、将来大人になったと

きに役立たせるような、そして救命率を上

げていけるような教育というのが必要では

ないかと思うんですが、今の小学生の時期

に救急救命の知識を身につけていくことも

大事だと思っております。そのための応急

手当てとか心肺蘇生の方法、一応技術的に

どういうものがあるんだよというぐらいも

各学年ごとに分けて教育してあげるのもい

いことではないかと、そして子ども救命士

を育てていくという取り組みが必要ではな

いかと思うんですね。やっぱりなじませる

ことが大事だと思っておりますので、山形

市が全部、この子ども救命士をさせて、子

どもに子ども救命士の証書をあげて、子ど

もたちはしっかりと命の大切さを学びまし

たというふうな体験がありました。これは

１市のみですけども、まだほかにも普及し

つつあるところですから、豊能町としても

子どもの救命士を育てるということで、こ

の点、検討する余地があるとは思うんです

が、その点いかがか回答をお願いいたしま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  子ども救命士を育てるということでござ

いますが、各種救命講習に関して消防署の

ほうとも、今も現在来てもらっております

が、十分消防署とも連携をいたしまして、

救命講習についてはできる限り実施してい

きたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  非常に、やっぱり子どもに対してそうい

う教育も、実の体験をさせる教育も必要で

あろうと思いますので、子ども救命士、し

っかりと育てていっていただきたいと思っ

ております。 

  時間的にもありますが、あと旧保育所、

双葉保育所ありますけども、そこにまだ避

難所として指定されておるわけですが、そ

こには多分入り口もかぎかかってるし、中

の部屋もかぎかかってると思うんですが、

この点もう入れない状況であるのかないの

か、この点回答お願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 
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  吉川幼稚園それから双葉保育所について

は、現在は使用しておりませんけれども、

仮に避難所として開かなければならないと

いうようなことが起こったときには、その

かぎ等を今現在は使用しておりませんけれ

ども、避難所として使うということは可能

だというふうに思っているところでござい

ます。それはよくよくのことだろうという

ふうには思っておりますけれども。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  不測の事態なんですね。また現在指定さ

れたままになってますので、もし何かあっ

た場合に、ここに指定されたところが残っ

ているわけですから、看板も上がってます

し、まだ防災マップの中にも入ってます。

これを、そういう見直しをしっかりしてお

かないと、町としては住民の命を預かって

いるものですから、この点をどうするのか、

とりあえずは撤去するのか、そのまま使う

んだったらいつでも使えるような、夜中か

もしれんけど、昼間かもしれないけども、

いつ起こるかわからないのが災害ですから、

命の一番預ける場所が何も使用されてない

施設というのが指定されてるんですから、

非常にこれは危険だろうと思いますので、

早急に撤去するか、もし不測の事態があっ

た場合どういうふうに対処するんだという

マニュアルをつくってやっとかないといけ

ないと思いますので、この点を強く要望し

て私の質問を終わらせていただきます。時

間ぎりぎりでございました。どうもありが

とうございました。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上で、公明党の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午前１１時１０分をめどにさせて

いただきます。放送をもってお知らせいた

します。午前１１時１０分再開です。 

（午前１０時５２分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 

○副議長（小寺正人君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、無所属の会の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて８

０分とします。 

  秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  こんにちは。無所属の会の秋元でござい

ます。御指名いただきましたので一般質問

をさせていただきます。 

  厳しかった冬も一雨ごとにだんだん暖か

くなってきております。ただ一方、国や自

治体のほうは財政難という大きな冬の時代

に入ったまま、なかなか春の兆しが見えて

こないというのが現状でございます。この

豊能町のほうも、調べましたら２０年前の

平成４年度決算では、町民税は３４億円入

っておりましたが、平成１５年度になりま

すと決算では２８億円、それからさらに平

成２２年度の決算では２４億円まで下がっ

ております。今回の平成２４年度予算では、

町民税は約２０億円と見込んでいるようで

ございますが、その落ち込み幅は２０年間

で１４億円という大変なものになっており

ます。これは本当に億単位のお金ですから、

相当な努力をしないと、やはりこの分をど

うカバーしていくかというのは大きな問題

でございます。 

  一方こうした中、かつて財政が豊かだっ

たバブル時代、また人口も非常に活気のあ

るときにつくり上げてきた行政サービスで

すとか、それから施設をこの後どのように

縮小しながら、縮めながら少子高齢化に向
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けた大きな人口構成の変化ですね、これに

向けた新たなサービスをつくり出していく

かという大きな課題も抱えているのが現状

でございます。 

  質問に入らせていただきますけれども、

この豊能町では平成２２年度から５年計画

で２５項目にわたる財政再建計画に取り組

んでおります。この２年間ですと東地区幼

保一元化ですとか西地区の幼稚園統合、巡

回バスの廃止、吉川公民館の地元移管、そ

してまた職員の方々の給与５％カット、特

別職や管理職の方々の手当のカットなど取

り組んできてくださいまして、目標効果２

５億円に思った以上のというか、そういう

表現はちょっとまずいかもしれませんけど、

大分近づいた効果を上げているということ

でございますが、財政状況が非常に厳しい

ということは変わらないことでございます。

昨日の町長の運営方針、聞かせていただき

ましたけども、その中から４点ほど質問さ

せていただきます。 

  まず１点は、この財政再建の２５項目の

一つとして挙げられております、豊悠プラ

ザと保健センターの機能統合でございます。

当初この統合計画は平成２３年度、ついこ

こぐらいの予定だったんですけど、１年延

びて、豊悠プラザについては今後急増する

高齢者のための民間活力の導入、また機能

統合に向けては旧吉川幼稚園を活用して保

健センターと合わせて保健福祉の拠点とし

て整備するということが、きのう方針とし

て新たに打ち出されました。これは豊悠プ

ラザの民間活力それから旧吉川幼稚園の施

設の活用という面では、私は非常に前進か

なと、この豊能町の新たなまちづくりに向

けては大きな前進になるんではないかなと

期待はしております。ただ、この後、その

統合に向けて幾つかやっぱり気になるとこ

ろがあります。それについて質問させてい

ただきますのでよろしくお願いいたします。 

  まず豊悠プラザの地下１階には世代間交

流スペースというのがあります。これはい

ただいた資料の中ではどこにそのスペース

を活用してもらうのかはちょっと未定なん

ですけど、ただ、あの場所を整備すること

によってさまざまな住民活動を通して多世

代交流を図るという、一応町の方針は打ち

出されております。ただ具体的にあそこの

世代間交流スペースの今までの活用の状況

を考えて、現在町としては今後どのような

方針をお持ちなのかお尋ねいたします。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えいたします。 

  世代間交流スペース、豊悠プラザの地下

の部分でございますが、あるんですが、今

度も旧吉川幼稚園の中に新たに交流スペー

スというのを設ける、スペースとしては考

えておらないんですが、ボランティアセン

ターとか障害者スペース等の部屋も設けま

すので、それと豊悠ホールのかわりに考え

ております吉川幼稚園を活用しましたホー

ルを利用しまして、そこらの場所を利用さ

せてもらって交流的な場所として活用して

いきたいと思っておるところでございます。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  ボランティアセンターとお話ししてまし

たけど、世代間交流スペースとちょっとボ

ランティアセンターは違いますけども、た

だ旧吉川幼稚園の１階のホールだと思いま

す、今のお話は。その中で世代間交流スペ

ースのような活動の仕方をしたらどうかと

いうようなお話ですけれども、あそこ一回、
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現状、豊悠プラザの世代間交流はめったに

私は使われてるの見たことないんですね、

正直言いまして。これ一体年間何回ほど使

われているのか、もしデータがあるようで

したらば御答弁お願いしたいんですけれど

も。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  まことに申しわけございませんが、デー

タはちょっと手持ちに持っておりませんの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  私がこれまで見た限り、いつも行ってる

わけじゃありませんけど、年間一、二回が

いいとこです。本当にあそこの世代間交流

スペースは、ただ人が横切るような場所に

なってますので、私がお願いしたいのは、

あの豊悠ホールを建てたときに、やはり町

としては世代間交流スペース、こういうふ

うにするんだという方針があったと思うん

ですね。やはりその方針に立ち返って、今

回は旧吉川ホールでの１階ホールであるな

らば、やはりそこでの活用というのかしら、

やはりもう一遍いま一度立ち返って考えて

いただきたい。これは要望です。 

  もう１点、１階には今度、機能訓練サー

ビスの部屋がございます。あの中にはいろ

いろな機能訓練のサービスに向けた機器類

がございます。たしか陶芸のかまも整備さ

れていたはずです。今後あれを民間に活力

する場合、あそこにある機器類というのは

全部民間のほうで活用してもらうお考えな

のか、それともこれらも持って保健センタ

ーにいうお考えなのか、ちょっとその辺が

あいまいなとこなのでお答え願います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えいたします。 

  豊悠プラザの機能訓練室でございますが、

今度は豊悠プラザ自身を民間法人等にここ

によって、介護サービスとか障害者サービ

スの、これから必要なサービスの提供施設

として活用していただきたいと思っておる

んですが、その中で今、機能訓練として使

っている場所を、機能訓練を充実させたデ

イサービスとして利用していただきたいな

と思っておるんです。器具類につきまして

は、基本的には民間のほうで使っていただ

く分もございますし、町の保健センターの

ほうに持っていける機器につきましては持

っていって活用したいと思っております。

どの部分を持っていくか、置いておくかと

いうのは、まだそこまで詳細には詰めてお

らないところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  あそこの豊悠プラザは、もう御存じのよ

うにすばらしい機能訓練の機器を備えなが

ら、これは私自身は不幸なことだと思うん

ですけど、介護保険の制度のいろいろな内

容の変化によりまして、結局うまく使えな

いまま置いてあるということですので、私

自身は民間に使ってもらってもいいかなと

思ってます。ただやはり町としてもいろい

ろなサービスをしていく上で、やはり陶芸

用の窯ですとか、やはりそのあたりをよく

選択して今後考えていただきたいと思いま

す。 

  それよりも私が気になりますのは、やは

り栄養指導室です。栄養指導室というのは、
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今回この資料を読ませていただきますと、

豊悠プラザの栄養指導室は保健センターの

ほうに機能を移すような形になってますけ

れども、あそこの栄養指導室で活動してい

るボランティアグループがありますね。例

えばひとり暮らしの高齢者のための食事を

つくって食事会をしてるとことか、ミニデ

イサービスとかございます。そういったグ

ループはやはりこれからは保健センターの

ほうへ行って活動する形になるんでしょう

か。そこをお答え願います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えします。 

  基本的に保健センターの栄養実習室を利

用していただくという考えでございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  いろいろなボランティア、社会活動的な

ものですけど、これは町長の町政運営方針

の中にも、協働のまちづくりという中でこ

ういう言葉がありましたよね。みずからが

人に対して何ができるかというところを考

えていただきたいと。そういう点では、今

あそこの豊悠プラザの中で活動している３

４団体というのは、やはりそういう点では

福祉ですとかそのほかの中で、みずからが

この町のために人に対して何ができるかと

いう点で活動しているグループだと思うん

ですね。やはり今後それが機能を移転して

いく中で、やはりマイナスになっても非常

にこれは今後の協働のまちづくりに向けて

は大きなマイナスになるんじゃないかなと

いうところは非常に私はちょっと危惧して

いるんです。今回のいろいろな予算の中で、

保健センターの栄養指導室をそのようにし

て使われるならば、あそこはやはり非常に

手狭であり、決して設備もいい状況ではな

かったと私自身は思ってるんですね。かと

いって豊悠プラザのほうは、あそこに並ん

でいる食器にしても調理器具にしてもかな

り高級品を使っています。ですからやはり

それはこの後どのようにして生かしていく

かということをやはり考えていただきたい

と思うんですけども、もう既にそういう段

階に入っているのかどうかお答え願います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  保健センターの分なんですけど、設備な

どの変更につきましては予定をしておりま

せん。御利用いただいている団体の皆さん

方にそれぞれ創意工夫して御活用いただけ

ればと考えておるところでございます。し

かし豊悠プラザの栄養指導実習室にござい

ます備品で活用できるものは、保健センタ

ーで引き続き持ってきて活用していきたい

と思っております。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  何度も栄養指導室には行ってるかと思う

んですけども、あそこにある備品というの

は、ちょっとなまじの金額では買えないも

のです、はっきり言いまして、お皿１枚も。

ようこういう高級品をそろえてくださった

なと、やはりそれはそれなりの当時のいろ

いろなお考えがあったと思うんですね。で

すからそういう点ではやはりあそこにある

ものは、私は全部保健センターに持ってい

ってもいいぐらいだと思っています。あれ

を民間委託、民間のほうへ残していくとい

うのは、私自身ちょっと納得できないもの
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がありますので。 

  もう１点、あそこの場所を使って、例え

ば食事づくりなどをしてきたグループが、

果たして保健センターでやっていけるかな

というのも、ちょっと非常に首をかしげる

ところがあります。そこで今後、もう１点、

その前に質問があります。ボランティアセ

ンターの中では目の見えない方のために録

音のサービス、ボランティアをしていると

ころがありますね。あのグループは非常に

廊下を通っていく人たちの雑音が入らない

ように気を使って活動してます。外にもや

はり、録音中ですのでお静かに願いますと

かって、そういうふうな札がかかっている

ことも多々見受けられます。そういうこと

も含めて、今度、吉川幼稚園の中のその整

備というのは考えてくださっているのかど

うかお尋ねします。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えします。 

  そこまでの詳細についてはまだ考えてお

らないんですが、豊悠プラザのほうはきち

っとした部屋になっておりまして、防音設

備まではいきませんけど、部屋としてはい

ろいろな団体が利用できる機能になってお

りますが、吉川幼稚園のボランティアセン

ターにつきましては、以前使用しておりま

した教室を利用したいと思っておりますの

で、どこまで防音施設的なものが、防音設

備的にそのグループが可能であるか難しい

面はあると思うんですけど、その団体に声

を聞いて、対応できる範囲ではやりたいん

ですけど、基本的には教室を利用しますの

で、なかなか難しいものがあると感じてお

るところでございます。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  私も吉川幼稚園の中で、あの防音設備し

てどうこうというのは、非常にやっぱり無理

だと思います。お金もかかることだと思いま

す。ただやはりそういう活動グループがある

ということは、やはり町は認識していただい

て、そこで吉川幼稚園が無理ならば、じゃあ

どこで活動してもらおうかというところをや

っぱり考えていただきたいんですね。今回こ

の豊悠プラザが民間活力を導入されるならば、

じゃあそのあと引き続きそこで活動できるよ

うにするとか、いやそうじゃなくて、もうち

ょっと町の違ったこの場所でとか、そういっ

たことをやはり考えていく必要があると思う

んです。ですから、今後のスケジュールなん

ですけど、ボランティア３４団体のやはり意

見なりアイデアなりというのは私は聞く必要

があると思います。これで機能統合って、私

はいい方向に向かっているなと思ってはいま

すが、肝心のそこの協働のまちづくりがマイ

ナスになってしまったらば、やはりこれは非

常にじくじたるものがございますので、です

から今後のスケジュールですね。ボランティ

ア団体の意見を聞いてそこからどのような整

備をしていくかとか、もしそういうスケジュ

ールが既に決まっているようでしたらばお答

え願います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えします。 

  スケジュール的なものは、詳細について

はまだ決めてないんですが、保健センター

と豊悠プラザの統合につきましては、ボラ

ンティアグループをはじめ各種団体の方に

これから周知はしていきたいと思っており
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ます。 

  先ほどの、いろいろ御意見を聞いてはと

いう話でございますが、確かにこの統合に

ついて周知したときにお声もお聞きしたい

と考えておりますが、予算的に、予算の伴

うハード的な御意見についてはなかなか難

しいなと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  私も防音設備、そういうことを要求した

わけじゃないですし、予算を伴う、大きな

予算をかけてやはり防音設備してくれとか、

大きなきれいな場所をつくれとか、そうい

うことではなくて、やはり豊能町の現状を、

やはりなぜここに統合するかと、統合する

ことによってメリットもあるわけですよ。

でもやはりもしかしたらボランティアに対

してデメリットも出てくるかもしれない。

だけどそこはこのような形で、それぞれア

イデアなりで、それがお金がかからないで

解決できるものであるならば、やはり行政

としてはそういう意見を取り入れてやって

いくのが私はお互いいい形ではないかなと

思うんですね。ですから周知するのではな

くて、やはりその意見を聞く場、これは絶

対に設けていただきたい。要望とは言いま

せんが、このお考えいかがでしょう。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  先ほどもお答えしましたが、お声は聞き

ますが、議員も今、先ほど予算的なものは

余り言ってないんだということでございま

すが、活用できる、活用という表現は悪い

んですけど、お聞きしまして、それはそう

いうふうにしたほうがいいなという点につ

きましては、いろいろその声を十分聞きま

して配慮してまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  周知してばらばらにきた意見なり声を生

かすのではなくて、やはり３４団体、そこ

にやはりボランティアセンターもつくると

いうふうな町の方針も出てるわけですから、

やはり３４団体集めて、一遍に３４団体は

無理にしても、やはり同じような活動をし

ているグループにお声をかけて、やはり一

度ある面、何人か会してて、そしてお話し

する場を設けていただきたいという趣旨で

すので、その辺よくくんでいただきたいと

思います。単に周知したというだけではち

ょっと、これからのまちづくりに向けても

寂しいものがありますので、お願いいたし

ます。 

  次、協働のまちづくりに向けて、町政運

営方針の中から質問させていただきます。 

  町政運営方針の中に高齢者協働セミナー

の企画が２つ上がっております。一つは高

齢者の長年培ってきた経験や知恵を生かし

て、町が抱える固有の問題や課題を共有し

て理解を深めていただくことで協働に向け

た社会参加を促進するというセミナーです。

それからもう一つは、高齢者版ふれあいフ

ァームでございまして、ふえ続ける休耕田

を活用して野菜づくりなどそういったセミ

ナーを開催するという、たしかこの２つ。

この２つに対して予算はたしか３５万円だ

ったと思いますが、もしこれが間違ってい

たら訂正してください。 

  最初の高齢者協働セミナーですね。町が

いろいろ抱えている問題など、お互いに共

有してというふうな趣旨ですけれども、こ

れに対して町の職員が先頭に立って講座的
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ことが書かれてましたけど、具体的にどの

ようにお進めになっていくのか、具体的に

お答え願います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  高齢者協働セミナーの件でございますけ

れども、これにつきましては、今まで仕事

をしてこられた皆さん方が第一線を引かれ

て、培われた知識あるいは技術等を、町と

しては地域あるいは住民の方々に生かして

いただきたいただけたらなというふうに考

えているところでございます。その中で、

それをしていただくためには、今まで町で

は財政状況とかそれから人事の状況とかい

うようなことについては、広報あるいはホ

ームページ等で今まで知らせてきたつもり

でございますけれども、十分御理解をいた

だけておらないだろうというふうに考えて

おりまして、そういったことなどを含めま

して町の行っている仕事、それでまた仕事

上でいろいろな課題、豊能町はこういうと

ころに直面、こういう問題に直面をしてい

るというようなことをそれぞれの担当の課

の課長がそれぞれ講師を務めまして、それ

ぞれの持っている問題点等について説明を

させていただきたいというふうに思ってお

ります。基本的には行政の仕組みを、初級

編といいますか、簡単にこういう取り組み

をやっているというようなことから説明を

させていただいて、豊能町の今抱えている、

それぞれの課で抱えている問題点等につい

て住民の方に十分理解をしていただいて、

その上でまたそれを吸収していただいて、

住民の方に地域等で活躍を願えればという

ふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  そうすると、このセミナーといいますの

は、最初に例えば１０人なら１０人募集し

て、その方たちに対して毎月１回、行政の

職員の方が講師となって、そしてセミナー

を重ねていくというものなんですか。それ

ともそうではなくて、きょうはこういうふ

うなセミナーを開きますけどだれでも来て

くださいといってそのときによって顔ぶれ

が変わる、どちらのセミナーをお考えでし

ょうか。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  セミナーの形態でございますけれども、

町もいろいろと検討したんですけれども、

例えば半年を通じて各部門の課長を説明し

て、ずっと初めから最後まで同じ人に聞い

ていただくのがいいのか、あるいはその各

部門によって住民の方が聞きたいという方

を対象にしてやるのがいいのかということ

でいろいろと今、検討しているところでご

ざいますけれども、基本的には各それぞれ

の講座を事前に広報等で周知をいたしまし

て、半年間続けて受けていただくんじゃな

くて、その講座講座で興味のある方に受け

ていただくというようなことを今現在では

考えているところでございます。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  どちらがするか、行政は行政としてやは

りいろいろ考えてらっしゃるのでしょうけ

れども、私はやはり同じ顔ぶれがいいと思

っています。それはなぜかと言ったら社会

参加を促進するというふうな目的がありま
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す。これというのはやはり御存じだと思い

ますけど、こと女性の社会進出、社会参加、

社会参画、これはもう３７年前、１９７５

年の国際婦人年、ここでやはりなかなか地

球規模でここが進まない、男女差別意識が

自分たちに強くて進まないということで国

連が動き出したわけですけれども、そうい

った流れを考えていきますと、やはり今回

の、これが男性と限ったわけではないんで

すけど、状況を見てますと、私はやはり女

性の社会参加とか社会参画が進んだけど、

男性の方のやはり社会進出はできても参加、

参画というのは非常に難しいと思うんです。

状況を見てて、やはりそのきっかけをつく

っていく状況というのは非常に難しいもの

があると思いますので、私としてはこれは

やはり同じメンバーで、やはり特に男性が

参加しやすいようなそういったセミナーを、

今とは言いません、ことしとは言いません、

ただやはりそういう視点でこの豊能町ぜひ

取り組んでいただきたいなと今後に期待し

ます。やはりこういったものを本格的にや

っている自治体はまだないと思います。そ

ういうこともありまして、やはり今回こう

いった意味で社会参加、特に高齢化になり

まして男性の社会参加、社会進出、参画の

とこはどうしていこうかというのは、ある

面大きなやはり課題になってますので、ぜ

ひそういった方向にも視点を当てて今後取

り組んでいただきたいなと思います。これ

は要望にしておきます、ここまでの。 

  ちょっと先に飛ばせていただきまして、

もう１点似たようなもんなんですけれども、

同じ男女共同参画プランというのがござい

ます。これは町政運営方針の中ではアンケ

ートの調査結果及び人権問題審議会での議

論も踏まえ現行の共同参画プランを見直す

と述べられております。これ、現行の問題

点は一体どこにあるとお考えになっている

のか、どのようなことが人権問題審議会で

議論があったのか、指摘を受けたのか、も

しおわかりになるようでしたらばお答え願

いたいのですが。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えいたします。 

  問題点等とおっしゃっておりますが、男

女共同参画プランの見直しの件でございま

すけど、平成１３年に制定された、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の法律に関す

る法律、いわゆるＤＶ法ですが、平成２０

年に改正されまして、新たに市町村に対し

基本計画策定の努力義務が盛り込まれまし

た。私どもつくっております現行の豊能町

の男女共同参画プランにつきましては、平

成１７年３月に作成策定したものでござい

まして、ＤＶについての一定の内容は含ま

れておりますが、今回本プランのＤＶに関

する部分を見直しまして、ＤＶ法に基づく

基本計画として位置づけをしたいと思って

おりますので、内容を改定したいと思って

おります。今まで議論、過去４回したんで

すが、アンケートを１１月に、昨年しまし

て、その結果報告等をお示しをしておる状

況でございまして、意見はございますが、

まだこの計画策定につきましては、大阪府

のＤＶ対策基本計画の見直しを今やってお

られます。その内容も踏まえまして、今後

人権問題審議会でいろいろ議論をしていっ

てもらいたいと思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  これは、では事業の見直しではなくて、

その中の、行政が持っている基本計画とか、
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そういったところの見直しということなん

ですね。まずお尋ねします。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えします。 

  今作成しております豊能町男女共同参画

プランの事業計画の見直しということでご

ざいます。基本計画の見直しということで

ございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  ここにこの一文がありながら、こちらの

予算説明書を見ると何か従来と変わってい

ないような事業計画が出てるなと。何でこ

うここにこういうふうな矛盾があるのかな

と思って聞かせていただきました。 

  ただ、これ府委託金として４０万円が出

てると思いますが、これ別にこういうふう

に使いなさいというふうな規定がないなら

ば、私はこの共同参画プランにつきまして

は前回ぐらいでしたっけね、参加型のセミ

ナーをやりましたね。ふれあいフォーラム

以外にも一昨年、例えばお互いの関係を認

める関係のつくり方ですとか、同じような

方たち、メンバーはほぼ決まっていてその

中での具体的、セミナーに参加しながら人

間関係を見詰め直していくという、たしか

そういったものがあったはずです。私が思

うに、ああいうふうにやはり具体的にどう

していくか、その他大勢に向けたお話では

なくて、やはりＤＶならＤＶのことに関し

て、やはりそのことに関して参加型のセミ

ナーでどのようにしてやっぱり取り組んで

いくかという、住民に向けてですね、そう

いうふうなセミナーもぜひ考えていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。これはこれで終わりにします。 

  もう１点ですけども、これは全然関係あ

りませんでして、郷土資料館の今後につい

てお尋ねいたします。 

  郷土資料館に関しては、以前より資料館

の充実と建物の保存に向けて一日も早く、

あの建物の半分を占めています、ちょっと

物置小屋的に使われている部分の品々をど

こかへ持っていてくださいとお願いしてき

たんですけれども、いまだにあります。最

近は本当に雨漏りもひどく、建物全体が傷

んできております。今後豊能町として郷土

資料館についてどのようにしていくお考え

なのか、その方向をお尋ねします。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  郷土資料館についてでございますが、も

ともと昭和１１年、東能勢小学校の講堂と

して建てられたものでございます。昭和６

２年に郷土資料館としてオープンして２５

年がたったというところでございます。屋

根に現在大きな２カ所の穴がございます。

雨が降ったら漏ってきておると。そのため、

展示のガラスケースの上にブルーシートを

かけておるというのが現状でございます。

その現状がございまして、これを直すには

相当な経費がかかるというところでござい

まして、教育委員会といたしましては、内

部ですけれども町のほうに要請をいたしま

して、旧双葉保育所の利活用の中で郷土資

料館を、ある部屋をいただきたいというこ

とで、そのための会合を２回、検討委員会

を持ちました。総務部長、建設環境部長、

教育委員会、財政課長、企画政策課長も入

っていただきまして、その中で２度検討を

いたしまして、ただ現在の双葉保育所に２
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階の遊戯室とホールと保育室に雨漏りが発

生しておりましたので、それをまずとめる

ことが先決ということで、２月中にそれは

とめていただきました。方向性といたしま

して、そちらのほうへできるだけ早い時期

に移転をしたいなと考えております。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  本当に早く動かしてほしかったと、今に

なってみれば本当に腹立たしいと、私はあ

の建物は好きですし、多分豊能町にとって

は古いし、非常に珍しい建物です。そうい

った意味から、何であそこまで放ったんだ

と、ちょっと本当に残念です。 

  それはそれとして双葉の保育所なんです

けれども、双葉のほうの一部を借りるんで

すか、全体ですか。何か一部でしたらば本

当にちょっとあそこに置かせていただきま

したという、郷土資料館じゃなくて単に物

を置きましたというふうなイメージしかな

いですし、やはり郷土資料館としてどんな

意味を持っているか、そして子どもも多く

来てます。それからやっぱり高齢化に向け

た回想法に対しても非常に私は効果あると

思ってますので、やはりその双葉の中でも

しやるにしても、きちっとどのようにして

やっていくのかということをやはり方針を

立てていただきたいと思いますけども、今

どんな、会合の中で今後に向けて話し合っ

ているのか、その教育委員会のどの部分か

だけ教えてください。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  どの部分を使うかという御質問でござい

ますが、最初は２階のホールの部分をいた

だきたいというふうに思って考えておりま

したが、直販との兼ね合いもございました

ので、そういうふうにこちらの御意見を言

わせてもらっておりましたが、直販の可能

性がほぼなくなったということをお聞きし

てますので、入って左側の１階のスペース

をいただきたいなと思ってます。あと、あ

る部分を書庫に使うとか、そういうお考え

を聞いておりますが、教育委員会としては

イメージですけれども、これはあくまでも

仮称でございますが、郷土館というような

名前をつけまして、その今までの展示のも

のだけを移動させるということでは、子ど

もたちも含めて利用者のリピーターも得ら

れないのではないかなというところで、民

具の効果的な展示や農家のイメージ等考え

ております。それと昭和のいろいろなもの

がございますので、昭和コーナーとかも考

えたりしております。子どもたちが来て体

験学習ができるようなことも考えておると

ころでございます。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  ぜひ期待してますし、期待というか、半

分怒りの期待ですけども、北名古屋市の昔

の師勝町ですね、あそこのやはり資料館見

て、今あるものをどうやって町民のために

生かしていくかぜひ考えていただきたいと

思います。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  関連質問ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（小寺正人君） 

  以上で、無所属の会の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩といたします。 
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  再開は午後１時といたします。再開は放

送をもってお知らせいたします。 

（午前１１時５２分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○副議長（小寺正人君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、日本共産党の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  日本共産党の高尾靖子でございます。御

指名をいただきましたので、一般質問をさ

せていただきます。 

  さて、未曾有の大災害である東日本大震

災や福島原発事故からこの１１日で１年が

きます。 

  日本経済は今、世界経済危機とともに深

刻な低迷を続けています。しかし国際競争

力を口実に現政権下のもとで非正規雇用を

ふやし、社会保障の改悪などによって成長

のとまった国という状況から抜け出せない

一方で、大企業への法人税減税を行ってい

ます。今、地方自治体として町長の運営方

針にも述べておられるとおり、みずからは

自分の生命と安全を守り、福祉の増進を図

るという地方自治の本旨に基づいた役割を

果たすことにほかなりません。このような

立場から一般質問をいたします。理事者側

におきましてはこの立場で御答弁をよろし

くお願いいたします。 

  それでは届け出順に質問してまいります

のでよろしくお願いいたします。 

  大きな１は、暮らし、福祉、安心のまち

づくりについてでございます。 

  一つ目は東西バス運行についてでござい

ます。この２月から東西バス運行はときわ

台３丁目と５丁目バス停増設で利用者の皆

さんから喜びの声を聞いております。町は

地域公共交通会議を踏まえ、実情に応じた

計画の策定を行うとして、平成２４年度は

予算計上されています。交通手段は住民の

切実な願いです。厳しい検証結果が出たと

しても、今後、実情に応じた計画の策定を

され、存続させることが重要と考えますが、

そのお考えを確認させていただきます。ど

うか御答弁よろしくお願いいたします。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  東西バスの運行につきましては、２月か

ら形態を変えまして運行しているところで

ございますけれども、この件につきまして

は、社会実験運行については公共交通会議

で策定した評価方法によって評価をして見

直していく予定をしております。まず初め

には収支比率によって一次評価を行って、

見直しの方向性を定めるわけでございます

けれども、一次評価で収支比率が３０％以

下であるという場合については、一たん廃

止という分類をさせていただきます。ただ

その後、地域に必要な交通か、あるいは必

要ならば運行方法が需要に合っているのか

どうか、またその方法で適切な利用者の負

担はといった内容で検討をした上で、それ

を存続するかどうかというのについては再

度最終的な結論を出していくというような

形になるというふうに思っております。た

だ、今現在の収支比率は１２％程度になっ

ております。ですからできるだけ多くの方

に乗っていただけるよう、またＰＲに努め

てまいりたいというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 
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  収支比率を中心に、利用者とともに町が

考えているような数字には、確かに今おっ

しゃったようになってはいないんですけれ

ども、しかし本町への住民の足は、これか

らこれがなくなるとすれば閉ざされてしま

いますし、東地域へ行くバス、そしてこの

接続可能なバス運行がどうなるかというと

ころで本当に不安な状況になります。その

状況が今おっしゃったその経過によってど

の時期にそういうことが出てくるのか、そ

の時期についてお答え願います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  先ほど収支比率が１２％と言いましたけ

れども、これについてはときわ台の３丁目、

５丁目等が運行の範囲に入りましたので、

これからまだ収支比率は上がるのではない

かというふうには思っているところでござ

います。 

  今後の計画でございますけれども、こと

しの７月までの運行実績をもとにいたしま

して評価をして、今の予定では１１月に交

通計画を決定していくという予定をしてお

ります。それらの実験運行手続が完了する

までには、平成２５年の４月までは東西バ

スについては今のところ運行する予定をし

ているところでございます。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ことし１年は何とか運行されるいうこと

で一安心でございますけれども、しかしと

きわ台駅へは、行きはよいよい帰りは怖い、

こういったことが皆さんからも言われてお

りまして、雪が降れば坂道を上がるのは危

険ですし、若いうちはよいのですけれども、

豊能町は今の実情では高齢化がどんどんと

比率が上がっていっているいうそうした実

情がございます。今、町政運営方針にも書

かれておりますように、これこそ実情に応

じたバス運行を考えていくべきだと思いま

す。１１月にはその計画がどうなっていく

かということを出されるということですけ

ど、この実情に応じた、行きはよいよい帰

りは怖いと、こういうことを解決できるよ

うなバス運行の方向で計画を出していただ

くように強くお願いしておきたいと思いま

すし、町としてぜひこの意思を公共交通会

議に出していただきたいと思います。これ

は強く要望しておきたいと思います。 

  では次に行きます。 

  災害に強いまちづくりを進めるため、豊

能町の防災計画の進捗状況はということを

お尋ねしたいんですが、先ほどは国のほう

から防災の見直しが出たとおっしゃったん

でしょうかね。それで大阪府として３月末

には会議をもって防災の見直し計画を進め

ていくということですけれども、町として

はその見直しによって、考えていっておら

れることと思いますが、現状の防災計画と

あわせて見直しをもう既にやっていってお

られるのか、その点をお聞きしたいと思い

ます。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  豊能町の防災計画については、大きく変

えましたのが平成１７年に変えております。

その後平成２１年に町の機構改革等によっ

て、影響のある部分については大阪府と協

議し、大阪府の認可をいただいて今の防災

計画を運用しているという状況でございま

す。朝から山下議員にもお答えしましたけ

れども、今現在は津波等の被害というよう
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なことを中心に、１２月に中央防災会議が

行われ、また３月に大阪府の防災計画が、

津波の点で防災計画が見直されようとして

おります。豊能町については内容的にはま

だ私どもも知りませんけれども、津波でご

ざいますので余り豊能町には影響がないと

いうふうに思っているところでございます。 

  今後国においては、南海トラフの巨大地

震による最大クラスの地震動や津波の高さ

等の推計結果が３月から４月に出される予

定でございまして、それを平成２４年の秋

にかけて、直接的な被害推計あるいは経済

被害等の推計が公表されて、対策等が取り

まとめられて、平成２５年の春ごろに公表

をされる予定でございます。それを受けて

大阪府も新たな被害想定に対応すべく地域

防災計画の見直しをされるというふうに聞

いておりますので、その時点で新たな南海

トラフ等の地震に伴います地震想定に伴っ

て、豊能町も影響を受けるということであ

れば、その時点で防災計画を見直して、朝

からも言うてましたけれども、防災の備蓄

倉庫等についても考えてまいりたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今回の大震災を踏まえて見直しというと

ころですが、重点的にやはり豊能町では津

波は想定はされにくいと、ないというふう

に思いますが、社会的弱者対策、要援護者

台帳など、そういうふうなのをつくって活

用していくいう課題もあると思うんですけ

ど、この場合は個人情報の取り扱い等に問

題があるというようなことなどが言われて

おりますが、その点について一つお伺いし

たいんですが、その弱者対策についてどの

ようにお考えなのか。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  資料をちょっと持っておらないんですけ

ど、要援護者に対して緊急時の対応という

ことで、民生委員児童委員協議会と社協、

本町と一体となりまして民生委員・児童委

員さんが直接動いていただいているんです

けど、援護希望をとりまして、それで承諾

を得た方のリスト等は私ども持っておりま

すので、それに基づいて迅速に対応してま

いりたいと思っております。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  この件については社会福祉協議会が取り

組んでおられて、豊能町の民生だよりに書

いてデータを出しておられるので、この点、

町と連携して、やはり住民を守る立場で災

害時要援護者支援というところでやはり進

めていっていただきたいと、連携が大事だ

ということを強調したいと思いますので、

その点について強くお願いしておきたいと

思います。 

  また公共施設の耐震対策というところで、

避難所がどうなっているのかというところ

で一番問題になるのが、耐震性がやっぱり

きちっとされているかというところでござ

います。その点については、避難場所につ

いては大丈夫なのかということをちょっと

確認させていただきたいと思います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  避難所の耐震性でございますけれども、

以前にもお答えさせていただきましたです
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けれども、学校等の耐震等を先に先行いた

しまして、去年度に一応終わると、去年度

といいますか今年度に東能勢小学校やって、

耐震が一応学校のほうでは、一部を除いて

は終わるということになっております。そ

の後、町としましては昭和５６年度以前に

建てられた、耐震されていない建物という

のがございまして、これについて今後につ

いては耐震診断等を行っていきたいという

ふうに思っているところでございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ぜひともその辺を早急に、今おっしゃっ

ておりましたようにいつ起こるかわからな

い、そういうことを想定しながら早期に充

実させていくことが大事だと思いますし、

住宅の耐震化の助成は今年度予算化されて

おります。その点については件数が少ない

ですけれども、この点については国にもも

っと件数をふやせるように、その辺は申し

入れて要望として上げていっていただきた

いと思います。 

  そのところで、災害時に医療体制の問題

になるんですけど、これも防災計画には入

っていると思いますけれども、医療従事者

が不足して十分機能がしえなかったいう実

態が、東日本大震災でも再点検が必要だと

いうことが言われておりますが、この点に

ついてもしっかりと進めていかなければな

らないと思いますが、その連携についても

十分見直しというところはあるのかどうか、

検討されているかどうかお聞かせください。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  医療体制でございますけれども、基本的

には東地区については診療所に設置する、

あるいはまた西地区については保健センタ

ー等でそういったような医療のチームを立

てていくというようなことになっておりま

すけれど、言われるように災害がどの程度

どういうものが来るかというのはかなりわ

からないというところもございますけれど

も、今後それについては池田市医師会等と

も十分打ち合わせをやって連携をとってま

いりたいというふうに思っているところで

ございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  防災計画見直し、大阪府と同時に豊能町

ではもうそれが仕上がるぐらいのスピード

感を持って、きちっとした防災計画の見直

しをしていっていただきたいと思います。

議員もそういうもとで連携して支援する体

制も必要だと思っております。その点につ

きまして早期に安全対策としてまちづくり、

重要だと思いますので、ひとつよろしくお

願いしたいと思います。 

  そして計画を完成される時期は平成２５

年とおっしゃっておりますが、その周知徹

底されるのも平成２５年になるということ

でよろしいですか。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  仮に平成２５年に防災計画が作成できま

したら、早急に防災マップ等を各家庭に配

布して徹底をしてまいりたいというふうに

思っております。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  これも落ち度のないように、ぜひとも充

実した防災計画を立てていっていただくよ
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うにお願いしておきます。 

  次に国の緊急防災減災事業の、これ補助

金の活用なんですけれども、例えば防災備

蓄倉庫の整備、朝も言われてましたけども、

備蓄倉庫が老朽化してるような状況が視察

の中で見えております。そういうところで

の点検とともに、こういう減災事業、緊急

防災というところでの補助金活用を考えて

はどうかというふうに思いますが、この点

はお考えになっておられるかどうかお聞か

せください。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  備蓄倉庫につきまして今すぐに建設をす

るという、今、予定はしておりませんけれ

ども、防災計画等で審議をしていく中で、

こういうふうにするのが一番よいというこ

とになれば国のほうに申請をしてまいりた

いというふうに思っております。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  審議の中でということでございますけれ

ども、これも補助金の活用の範囲があると

思いますので、その範囲内で、年度内で活

用ができるような方向をきちっとつかんで、

少しでも財政負担にならない、そういう考

え方を持って進めていっていただきたいと

思います。 

  それでは次に行きます。 

  豊能町の農業振興、地産地消いうことで

町長も町政運営方針に書かれておりまして、

本当に豊能町としてふれあいファーム、そ

ういうことも前年度から進められておりま

すけれども、それをもっともっと大きくし

ていこうということでございますが、地産

地消という面では、前回道の駅を計画され

たんですか、これがインターネットでの応

募が余りなかったということで、これは頓

挫してしまったというふうに考えていいの

かどうか、今後はこういう計画はもう持て

ないということなのか、その点お聞かせく

ださい。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  道の駅に絡みまして農産物直売所の件で

ございますが、まちづくりリーダーの会議

でいろいろと議論をいただいて、生産者と

の会議並びに先ほどおっしゃってられまし

たように広報等で生産者の募集等を行った

結果、思わしくなくて、参加の意向はなか

なか得られなかったということと、それと

なおかつ農家の方にそれ以降直接ヒアリン

グ等行いましたけども、なかなかやはりそ

ういう余力がないというような状況から、

今現在、直売所の設置については断念せざ

るを得ないという状況でございます。 

  さらに道の駅というような施設につきま

しては、道路のきわのいわゆる大規模な駐

車場を備えた休憩設備を持ったものが国土

交通省の言う道の駅でございますので、そ

れらの計画については今のところ考えてお

らないというところでございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  なかなか条件が合わないということにな

ると思いますが、既に農家の方がそれぞれ

個人で場所を見つけて頑張っておられる、

そういうことが定着しているところで難し

さもあるのかなというふうに思いますが、

この点についてふれあいファーム、そうい

う取り組みが今、行われていますので、そ
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の点、また高山の真菜まつり、これも定着

してたくさんの来場があるということにな

ってきておりますので、これを広げてもっ

ともっとこれから、６５歳以上の方とおっ

しゃっていたでしょうか、７０歳、そうい

う方の年齢層を広げて頑張っていただきた

いと、協働のまちづくりというところもこ

こにあると思いますので、この輪をどんど

ん広げていって、豊能町に何か特産ものが

とれるというような、そういうところまで

頑張って広げていただきたいと思いますし、

その協力を惜しまないように皆様にも大き

く問いかけていっていただきたいと思いま

す。これはこれで終わります。 

  次に消防本庁舎の建てかえ、これは国の

補助金は全く活用できないものかどうか、

この点についてお伺いいたします。よろし

くお願いします。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  庁舎にあっては現在のところ国の補助制

度はございません。 

  以上でございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  消防庁舎建てかえるいうことで老朽化し

てきているのはたしかですので、これは箕

面市とのあれで１億円箕面市から負担して

いただくいうことで決まっております。公

園を少し削って移動させると、庁舎の両横

に公園ができるというふうな状況になるわ

けですけれども、災害時における救護活動

等で有効活用できるような身近な場所にな

るいうような、そういうお考えは、何か有

効活用できるような場所としてのお考えは

あるのかどうかお聞かせください。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  お答えします。 

  庁舎建設場所に当たっては、公園の一角

ということでございます。公園の一角に消

防庁舎があるということは、広域災害のと

きにおいても応急救護所とか防災公園的な、

そういう観点からも、やはりその一角に庁

舎があるということはやっぱり重要な位置

づけかと思っております。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  身近な場所で救護体制がとれるような、

そういうことを想定して、今後は、建設さ

れた後には有効活用ができるようにしてい

っていただきたいというふうに思います。 

  次に行きます。 

  光風台駅前エスカレーターの件ですが、

先日このエスカレーターの部品が５年間分

あるということで、平成３１年度末まで稼

働できることになったということでござい

ます。今後まちづくりとして住民との協働

体制を積極的に進めるという点で、町も主

体性を持ってこの対策を進めていくことが

重要だと思うんです。やはり駅をおりるこ

の道が、それこそバスもありますけれども、

大きな、皆さんのアンケート結果でも数値

として出ておりますように、この対策にと

っては町は移管してからずっと管理体制を

きちっとされてきたというようなことで、

存続に向けて主体性を持って対策を進めて

いっていただきたいと思うんですが、その

点のお考え、今後のお考えをお聞かせ願い

たいと思います。 

○副議長（小寺正人君） 
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  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  今、議員のおっしゃいましたように、一

定メンテナンスをきちっとしていけば、今

の状況では平成３１年度末までは運転でき

るのではないかというふうに業者のほうが

言うてるところでございます。今まで検討

会議等で、町の方針としてはメンテナンス

が可能な限りエスカレーターとしては稼働

させていくということでして、ただメンテ

ナンスがなくなった時点でエスカレーター

は廃止すると、ただし更新する場合の条件

としまして、更新費用に対しまして国から

の交付金あるいは補助金等があることと、

それから維持管理経費については住民に何

らかの負担をしていただくということを検

討会議で一応合議といいますか、そういう

話し合いになっておりまして、これがメン

テナンスができなくなって平成３１年ぐら

いにだめになるということになっておりま

すので、またその時点になって再度そうい

う話し合いを住民の方々と持っていかなけ

ればならないのではないかなというふうに

今のところは思っているところでございま

す。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  以前、私、この点検メンテナンスがされ

る中でもやはり耐用年数が過ぎているので、

いつ故障して動かなくなるかもしれないと

いうことを質問したことあるんですが、そ

の中で、メンテナンスではどうしようもな

くなるいうようなことも考えられるのでは

ないかと思うんですが、そういうことは一

切ないというふうにメーカーはおっしゃっ

ているのか。 

  それと、途中で平成３１年度末までにそ

ういう事態が起きたときに、町として主体

的にこの対策をやっぱり進めていくという

立場に立たれるのか、その点お聞かせ願い

たいと思います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  今現在、メンテナンスの会社からは、天

災等で部品が供給できなくなることを除き

まして、一定平成３１年までには運転を続

けることは可能だというふうに聞いており

ます。仮に何らかの要因で運転ができなく

なったというようなときについては、また

住民の方と話し合いあるいは国のほうの補

助金等については、動向についてはこちら

のほうで研究をする必要があるのではない

かというふうに思っているところでござい

ます。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今おっしゃった点十分、途中ででもやは

り町として住民との協働体制をとって主体

的にこのエスカレーターをやっぱり存続さ

せる検討、きちっと会議をもっていただき

たいと思います。この点を強く要望してお

きます。 

  教育問題について行きます。 

  中学校給食導入についてお尋ねします。

町政運営方針では実施に向けて進めてまい

りますと述べておられます。安心・安全な

学校給食は自校方式が一番、よさの是非が

この点に大事な点だと思います。この点の

計画、今後の給食のあり方についてお聞か

せ願いたいと思います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 
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○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  中学校への学校給食の導入についてでご

ざいますけれども、現在教育委員会といた

しまして、昨年７月に保護者・生徒からと

ったアンケートをもとに現地校、既に先行

している学校の視察を終えたところでござ

います。補助の対象となっております４つ

の方式について、それぞれデメリット・メ

リットの面を分析し、それぞれの経費につ

いて一応事務局としてまとめたところであ

りまして、これからそれをもとに財政当局

とも話をして、どの方式が一番町にとって

ふさわしいのかというのを決めていきたい

というふうに考えておるところでございま

す。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ２００８年に改正された学校給食法の特

徴は、適切な栄養の摂取による健康の保

持・増進を図ることが目標に第１番に置か

れています。栄養と健康を重視するように

なっているわけですけれども、これも町政

運営方針で書かれているとおりでございま

す。食育をきちんと位置づける、この中身

が大切だと思います。ＴＰＰに象徴される

農産物輸入自由化体制において、食生活、

学校給食の安全性を確保するためには生産

と消費の連携による安全性の確保が重要と

なります。地域農業の振興と地産地消の推

進は重要な政策課題となってくると思いま

す。今、和泉市のほうでも地産地消を進め

て、子どもたちにとって安心・安全な給食

導入を、全国的にもこういった問題点を課

題として進めておられるところが多いと思

います。その点について豊能町においても、

午前中にもありましたが、お米は豊能町産、

野菜も１００％ではないけれども地産地消

というところで利用されているということ

でございますが、それをもっと広げてカバ

ーできるように、その点についてお伺いし

たいと思いますし、進めていただきたいと

思います。災害時にも温かい食事が提供で

きる、こういうことに役立ったということ

が震災の地域ではあります。これが自校方

式また親子方式の完全給食ということが大

切だと思いますので、このことを目指して

保護者、現場の意見を反映させていくこと

が大切だと思いますので、この点について

十分そういう手だてができていくのかどう

か、お考えをお聞かせ願います。よろしく

お願いします。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  食育については私も大変重要な問題だと

思っておりまして、豊能町の場合は毎年、

豊能町を食べる日というのを設けて、地産

地消ということで町長と私が学校に出向い

て、一緒に、児童と給食をとったりもして

おりますし、また現地で農家でやられてい

る人たちをお迎えして、子どもたちに野菜

の育て方とかそういったことも説明をして

おります。今回、安心・安全面での大切さ

もあるんですが、やはり健康増進とそれか

ら体躯の向上というのが学校給食のねらい

でございますので、その辺も含めてどうい

う方式がいいのかというの十分検討した上

で、方針にもありますように、今のところ

できれば教育委員会としては平成２５年度

の予算に何とか計上させていただいて、補

助対象が平成２７年度までになっておりま

すので、平成２６年ぐらいにはスタートで

きないかなと、これは今、教育委員会サイ

ドだけの思いですが、そういうことで準備
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を進めているというところでございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  進めていっていただけるという確信を得

るようなお話をしていただきましたので、

これは本当に保護者も喜んでおられると思

いますので、この点十分に現場の意見を反

映させて進めていっていただきたいと思い

ます。 

  あと数分なんですけども、府の教育基本

条例について、教育長の見解をお聞きして

みたいと思いますので、ひとつよろしくお

願いします。時間の範囲内でお願いします。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  大阪府が今、提出しております大阪府教

育行政基本条例ということでございますが、

昨年９月に維新の会からそういった条例が

出されたときには、条例の内容として法に

抵触している問題あるいは法的効果がない

のではないかというようなことがありまし

たが、その後、大阪府の教育委員会との間

で維新の会として調整をされたということ

で、今回の教育行政基本条例を見ますと、

第１０条までということで、前回出された

５３条というようなことを大分精選した条

例になっていますし、私も１条１条読んで

みても、特にそういった前回のような問題

はなかったのではないかなというふうに思

います。本来は今、我が国においては憲法

をはじめ教育基本法、学校教育法でいろい

ろ定めているわけですけれども、大阪府が

独自にその大阪府の教育をさらに進行させ

たいという思いで府が条例を定めるという

ことでございますので、私はそれが、その

ことによって優秀な教員が集まったり、あ

るいは子どもたちの学力や体力が向上して

いければ、それはそれでいいのかなと、町

の立場としてはそういうお答えで御理解い

ただきたいというふうに思います。 

○副議長（小寺正人君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今も先生方、また生徒が大変な状況に追

い込まれるいうことが今問題となっており

ます。この点について豊能町にも波及して

くる問題だと思いますので、その点十分に

取り上げていただいて姿勢を正していただ

きたいと思います。 

  以上で高尾靖子の質問を終わります。あ

りがとうございました。 

○副議長（小寺正人君） 

  以上で、日本共産党の一般質問を終わり

ます。 

  次に、豊政クラブの一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  竹谷勝議員を指名いたします。 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  それでは、豊政クラブの竹谷勝です。御

指名をいただきましたので、一般質問を行

います。 

  通告に従って進めてまいります。理事者

の皆さんには的確な答弁をお願いしておき

ます。 

  まず町政運営について御質問をいたしま

す。 

  町政運営方針の中で、豊能町の財政は経

常収支比率が８７％に改善をしたと述べら

れております。まずこの改善について主な

点を伺いたいと思います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 
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○総務部長（乾 晃夫君） 

  経常収支比率につきましては、平成１４

年に９０％台に突入いたしまして、平成２

１年度まで８年連続９０％台というのが続

いたわけでございますけれども、平成１９

年度がピークでございまして、平成２０年

度から３年連続で改善をしてきているとい

うことでございます。平成２２年の経常収

支比率が８７％になったということでござ

います。 

  分析をしておりますのは、経常的な歳入

の町税が減収になりましたけれども、普通

交付税と臨時財政対策債等の増によりまし

て経常的な収入が多くなったということ。

それから歳出につきましては、扶助費はふ

えておりますけれども、人件費、物件費、

補助費が減少しまして、特に人件費の減少

が大きいと、これは退職金はふえましたけ

れども、職員の５％給料のカット、あるい

は職員数の減によりまして給料、期末手当

等が減少したものが大きな原因であろうと。

また物件費については賃金の見直しを行い

ましたので、そういった減ということが主

な原因であろうということで分析をしてい

るところでございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  そのとおりで、歳出では人件費が減少し

たと、削減したと。歳入につきましては臨

時財政対策債は別といたしまして地方交付

税が増額をされたと。これを見てみますと、

人件費につきましては職員給与の５％カッ

トの影響が大きいと思います。ただこれに

ついては時限的なことで、非常に、いずれ

限界があるかなと思っております。一方、

地方交付税につきましては平成２１年度比

で約１億5,０００万円ぐらい増額になって

おると。これにつきましても国の動向によ

って左右をされるという懸念があります。 

  そこで、今後豊能町の財政の健全化のた

めには、やはり私は恒久的には職員数の削

減が必要だと考えております。現状の職員

数の削減については人口1,０００人当たり

の職員数で比較しましても本町の場合はか

なり多いという状況になっております。ち

なみに財政再建計画案でも経常的経費を占

める人件費の削減について、平成２１年度

当初比から平成２６年までに３０人削減す

るとなっております。具体的にいきますと、

一般職の職員数を平成２１年度当初２３７

人を平成２６年度当初２０７人に削減をす

るとうたっております。また池田町長は以

前、私の質問に対して、いや２００人体制

でも十分行政運営は可能だと明言をされ、

またそういったことを目指すとも述べられ

ております。しかるに２００人体制をする

ならば、いつまでにどのようにするのかお

伺いをいたします。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  今、一般会計の人数でおっしゃられまし

て、平成２１年度の一般会計の人数につい

ては２３７名ということで報告をしている

というふうに思っております。今現在、平

成２４年の４月１日の実質の職員数は２０

３名になる予定でございます。平成２６年

度末、平成２７年の４月１日では、一般会

計では今現在このままでいきますと１９０

名になる予定でございます。ところが今年

度も勧奨退職が５名出ております。こうい

ったようなところで毎年２名ずつ勧奨の方

がふえるということでいきますと、１８４

名ぐらいになるのではないかというふうに

思っているところでございます。一定、一

般行政職の人数を減らすということでござ
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いますが、今、大阪府内の町村の全職員の

事務職の占める割合というのがあるわけで

ございますけれども、府下平均では７３％

でございますが、平成２３年度の時点で豊

能町は５８％という人数になっております。

これについては幼稚園関係あるいは保育士

等も入っておりますし、消防等も入ってお

るというような状況でございます。ですか

らどんどんと今後の退職を見ていきまして

も、まず初めには一般行政職の職員がどん

どん減ってくるということで、私の考えと

しましては行政サービスに影響が出てくる

のではないかなというふうに思っていると

ころでございます。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  非常に定年退職が多いと、その分高齢化

が進んでおるということですけれども、一

方で退職勧奨もあるということで、いわゆ

る自然減で、何もしなくても必然的に職員

は削減していくと、最終的に１８４名ぐら

いに削減するということですけども、一方

では作業というんですか、行政運営の効率

化というのが非常に求められてくると思い

ます。やはり今、部長のお話ありましたよ

うに、一方でサービスが落ちるような効率

化では困りますので、そういった人事面と

いいますか職員の仕事の進め方、そういっ

たところも非常に難しくなってくると思い

ますけども、要は人数については自然減で

減っていくということで、財政上は、計算

上はいけると思うんですけども、それじゃ

そういった仕事の効率化あるいは行政運営

の効率化、その辺はあわせてどのように考

えられておるのか御答弁をお願いいたしま

す。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  基本的には今後は施設の統合あるいは民

間委託ということが、考えをもとにして進

めていかなければならないというふうに思

っておりますけれども、年金の延長といい

ますか、６５歳まで延ばされるということ

もございまして、今後役所をやめられる方

についての雇用ということも今後は考えて

いかなければならないのではないかという

ふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  もう一つ、豊能町の特徴といたしまして

は内政でやっている事業といいますか、例

えば給食とかあるいはごみの収集とか等々

いろいろあると思うんですけども、それは

一つ豊能町の特徴かなと思うんですけども、

今、部長おっしゃったように、そういった

外部委託とか民間委託等もこれからは検討

をしていく必要があるんじゃないかと私も

同感に思うんですけども、そういったこと

は具体的にこれから考えていく予定はされ

てるんですか。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  ごみの職員等についてはすぐに切りかえ

るというわけにはなかなかまいらないとい

うふうに思います。ただ、給食等でやって

いただいている方々については、今後中学

校給食等をにらみながら、職員の採用計画

あるいは委託計画については考えていかな

ければならないのではないかというふうに

思っているところでございます。 
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○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  それでは、すぐに民間委託あるいは外部

委託というのは難しいと思うんですけども、

やはり町の施策として、やはりそういった

方向性もこれから考えていく必要があるん

じゃないかと思いますので、さらなる効率

化を要望しておきます。 

  次に、豊能町活性化プログラムより、第

４次総合計画の第一次実施計画の期間中の

重点的に取り組む施策をまとめたものがこ

の豊能町活性化プログラムだと思っており

ます。その中で２点、取り上げて質問いた

します。 

  まず農林観光の振興として、農産物直売

所の開設に向けての取り組み状況について

まず伺いたいと思います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  農産物の直売所の設置についての取り組

み状況でございますが、先ほど来の質問に

もお答えさせていただきましたように、ま

ちづくりリーダーの会議を立ち上げまして、

農産物直売所のガイドライン等の策定を行

い、その後、参加農家の募集を行ったとこ

ろ、参加者が非常に少なく、開設に向けて

なかなか進展をしないという状況にありま

した。 

  さらに、農家からのヒアリング等を行い、

中心となっていただけるような、安定的に

農産物を提供していただけるような生産農

家の方々とお話をさせていただきましたが、

現在市場の出荷や直営でやっておられる朝

市等の利用があり、なかなかそういうとこ

ろまでは考えられないというようなお答え

でございました。 

  さらに、大阪北部農協がことしの４月か

ら開設予定の直売所という話もありますが、

これに応募されているもしくは出荷意向の

参加者も非常に少ない状況であり、安定的

に農産物を提供する必要が直売所の運営と

してはあるであろうという考えであること

から、今後のこのような農家戸数が相当数

確保できる見込みに至らない状況では、現

状において非常に開設は困難というふうに

考えておるところでございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  豊能町の農業の実態、私も詳しいことは

なかなかわかりませんけども、やはり安定

供給という、継続して地産地消で農作物を

供給するというのは、僕は個人的には非常

に難しいんかなと思っております。そうい

う中で、こういう方針を打ち出されるわけ

ですから、そういったことも重々に考えて、

ビジョンをつくってこういう方針を打ち出

して進めていくのが普通のやり方じゃない

んですか。応募が少なかったと、やっぱり

そこまで考えて進めていくのが私は行政じ

ゃないかなと思います。私もこういった道

の駅あるいは直売所はあったら、この町の

ためにとって非常に活性化に寄与すると思

うんですけども、そういった取り組みが非

常に逆なんちゃうかなと思ったりもするん

です。やはりもう少し行政がリーダーシッ

プをとっていただいてリードしていく、ま

た計画を立てていくということは、私は必

要じゃないかと思うんですけども、再度答

弁をお願いいたします。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  農産物直売所の設置に向けての当初のビ
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ジョンとおっしゃいますか、理念というの

が十分議論されておったかという点につい

ては、甚だ心もとない面もあろうかという

ことはおっしゃるとおりかと思いますが、

すべてが行政がリーダーシップをとるとい

うのではなく、行政はお手伝いさせていた

だきますが皆様方が自主的にこういうこと

をやっていただきたい、やっていこうとい

うふうに、まちづくりリーダーと生産者の

会議の中から、連携の中から立ち上がって

いただけたらというのが当初の行政として

のスタンスでありました。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  理想はそういうことかも、そういう方法

もあるかもしれませんけども、やはりそれ

はちょっと虫のええ話かなと思います。や

はりもっと行政が汗をかいて、リードして

いくというのが、私は本来の姿じゃないか

と思います。 

  また、午前中の質疑を聞いていますと、

資料館が双葉保育所のあとに移設をすると

いうこと。ということは、もともと農産物

の直売所はそこの廃校を使ってするという

計画を聞いておりますけども、これはもう

早々にこの計画は断念したということで理

解していいんですか。答弁をお願いいたし

ます。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  午前中の答弁の関連でございますが、そ

のとおり、行政としては安定的な生産者、

組織自体の立ち上げが非常に厳しいという

状況から、断念せざるを得ないというふう

に考えております。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  非常に考え方が場当たり的といいますか、

やはり本来は、そうであったとしても双葉

保育所の将来をどうするかということから、

やはり議論をしていくべきだなと。ちょっ

とこれは質問から外れますけども、万事が

そんな感じがいたします。せっかく総合計

画にも載せ、こういった形で取り組んでい

る事業が早々になくなってしまうと。その

できない理由も掘り下げて議論をすること

もなく葬られてしまう、私は非常に残念に

思います。これからいろいろあると思いま

すけども、前向きに考えていただきたいと、

それしか言いようがありませんのでよろし

くお願いしたいと思います。 

  次に同じく活性化プログラムから、定住

化の促進という項目が入っております。そ

の中で豊能町のＰＲとして、自然に恵まれ

た環境や特色のある教育などまちの魅力を

町外に積極的に情報発信をし、まちの認知

度アップに努めることが明記をされており

ます。現在の取り組み状況について、まず

お伺いしたいと思います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  議員がおっしゃられましたように、活性

化プログラムの中にはそういうふうに定義

をしておりまして、豊能町を知っていただ

くということで努力をしているところでご

ざいます。また、特色のある豊能町の教育

や充実した子育て施策につきましても、朝

からも話ししましたけれども、広く紹介す

るパンフレット等を作成をしまして、豊能

町の自然、歴史を知ってもらえるように、

また観光協会等とタイアップいたしまして

観光マップを作成したりして、まちの魅力
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づくりについてＰＲをしてきているところ

でございます。 

  今後も町のあらゆる情報をホームページ

上に掲載をして、町のＰＲに努めていきた

いというふうに考えているところでござい

ます。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  頑張っていってほしいなと思います。 

  それで、まちの情報発信の媒体としては、

今もありましたように非常にホームページ

が有効かなと思っております。全国津々

浦々、どこにおっても情報収集できるとい

うことで、今非常に我々も重宝しておりま

すけれども、これからいかにホームページ

を特色のある使い方をしていくかというこ

とは、非常に大事なことかなと思います。 

  少し話が変わりますけども、先般読売テ

レビで１５日だったと思うんですけども、

豊能町が放映されまして、夜の９時４０分

ぐらいから１０分間ぐらいです。多分見ら

れた方もたくさんいてはると思うんですけ

ど。豊能町の自然あるいは石仏、あるいは

納豆屋さん、あるいは猟友会の方々の山に

入ってのシカ狩り、こんなのライブでされ

ておりました。ライブじゃなくて録画です

ね、されておりました。見事にシカをしと

められて地域の皆さんがなべを囲んでスタ

ッフとわいわいがやがやとされている様子

が放映されていました。私そのとき感じた

のは、豊能町も非常に町を誇れる、ＰＲで

きる素材はたくさんあると思うんですね。

ただブラウン管を通して見たので、ふだん

とは若干違うかもわかりませんけども、私

は豊能町にはいろいろな素材があると思う

んですね。そういった素材をできるだけ、

やはりホームページなりで活用して使って

いくと、またそういう地域のいいところを

できるだけ出向いて行ってＰＲに使うとか、

そういうことも私は常に必要かなと思うん

ですけども、行政の考えを伺います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  先ほどテレビの紹介を議員がしていただ

いたわけでございますけれど、その中で納

豆屋さんのお話も出てまいりましたけど、

けれども、納豆屋さんについてもラジオ等

あるいは全国の町村のフェアということで、

東京でそういったような、豊能町を代表し

て品物を持っていっていただいているとい

うような状況もございます。そういったよ

うな素材をどういうふうにホームページで

宣伝していくかというのは、これはちょっ

と課題になろうというふうに思いますけれ

ど、できるだけそういった特色のあるもの

についてそういうホームページ上で流せる

ようなことも一遍検討してみたいというふ

うに思っております。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  今、豊能町の現状は、比較的子育て支援、

教育も含めてというのは、結構認知度が上

がってきてるんじゃないかなと思います。

やっぱりこれから大事なのは定住化施策と

いうんですか、定住促進が私は大事やと思

うんですね。そのためにはやはり豊能町の

よさを町外に発信していくというのが、こ

れは豊能町の魅力を高めるために非常に必

要なことだと思います。それで、ホームペ

ージがそういうことでは経費もかかりませ

ん。技術的にも十分対応できると思います。

そういったことをやっぱり常々念頭に置い

てこれからも対応をしていっていただきた

いと思います。 
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  教育委員会につきましてもホームページ

の、例えば学校なんかの活用もこれから考

えていってほしい。それぞれ裁量があると

思うんですけれども、例えば私の出身の中

学校ではこの前から議員からも質問ありま

したように、ホームページへ入って自分の

出た学校にアクセスすると、校歌を知りた

いと思えば校歌に入ったら歌詞カードも出

てくるし音声も出てきます。校章も出てき

ます。そういう取り組みもやっているとこ

ろもありますので、そういうこともぜひ考

えていっていただきたい。特にこれぐらい

の規模のまちというのは義務教育を通じて

同じ机を並べて卒業するということが大半

やと思います。いわゆるふるさとに対する

思い出とか愛着というのは年を重ねるごと

に増してくると思うんです。それは一種の

ＰＲにもなってくると思いますので、これ

は教育委員会にもそういったことはぜひ検

討していただきたいなと思いますので、学

校間の差はあるかもしれないけども、やっ

ぱり自分の学校をよくＰＲするということ

は大事やと思いますので、その辺ちょっと

答弁ありましたらお願いしたいと思います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  学校のホームページについては、常々校

長会等でも、いろいろなアイデアをお互い

に出してほしいということも申し上げてお

りますし、今、教育委員会のほうから学校

にすぐアクセスすると飛ぶようになってお

りますけれども、中には、私が一番心配し

ていたのは、情報で古いものがそのまま残

っていて更新されていないというのが一番

目についたものですから、そういったこと

もやはり担当をきちんと１人ずつ決めて、

その方が責任を持ってやるというようなこ

とを指導しておりますので、今、議員が言

われたように、これからもいいアイデアを

入れながら魅力のあるホームページの作成

に努めていきたいと思っております。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  ぜひそういうふうに前向きに取り組んで

いただきたいと、民間企業であればはそう

いったことは当然のことなんですけども、

なかなかいろいろな制約があって難しいと

思いますけれども、現状を打破するという

ことが必要かと思いますので、よろしくお

願いします。 

  それでは次に、福祉施策について質問を

いたします。 

  平成２３年６月１５日に国会で改正介護

保険法が決まりました。これは新しいサー

ビスといたしまして、２４時間対応で行う

定期巡回・随時対応型訪問介護看護が創設

をされまして、この４月１日から実施に移

ることになっております。これに備えて本

町の取り組み状況について伺いたいと思い

ます。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えいたします。 

  新たな介護保険サービスとしまして、議

員おっしゃいましたように、平成２４年度

から定期巡回・随時対応型訪問介護看護サ

ービスが創設されることになりました。既

に２４時間対応の訪問看護につきましては、

町内事業所によりサービスが行われている

ところですが、本町におきましても、既存

のサービスに加えまして当該サービスが身

近な事業所により受けられるようにする必
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要があると考えており、既存の事業所も含

めそのあり方について検討していきたいと

考えております。しかしながら、対象者が

非常に少ない、限られたサービスでござい

ますので、実施していくためには安定継続

したサービスが事業者の運営などの面から

可能かどうかなど、解決をしなければなら

ない課題がございます。現状から申し上げ

ますと、それらの課題解決は本町単独だけ

ではなかなか難しいと考えておりまして、

当面は近隣市町と連携を図りながら当該サ

ービスの創設に向け努力していきたいと考

えております。 

  以上です。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  ということは、もう現在でも２４時間型

の在宅訪問というのはされてるということ

ですか。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えします。 

  ２４時間対応の訪問看護につきましては

今でもサービスを行っておると、ただ在宅

対応型訪問介護ですね、その事業所がまだ

ございません。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  在宅訪問はもちろんまだしてませんわね。

やはり新聞等によりますと、ほとんどの方

が病院で亡くなられる方が多いという報道

がされています。幾つになってもやはり自

宅、家族の一緒に在宅介護を受けたり、在

宅の看護を受けたり、在宅でいつまでもで

きる体制が、今、求められておると思うん

ですね。今言われたように、豊能町にはそ

ういう方が少ないかもしれませんけども、

これからだんだんと高齢者もふえていくと

思います。できるだけ在宅でできるように、

豊能町だけ単独では無理かもしれませんけ

ども、いろいろな医療機関、介護関係の方、

あるいはほかの市町村と連携あると思いま

すけども、これは早急に確立していくよう

に要望をしておきます。 

  次に学校教育についてお聞きしたいと思

っております。ちょっと前後しますけれど

も、今、大阪府のほうで府立高校の学区を

２年後に撤廃しようという議論がされてい

るみたいです。僕はこの点について賛成・

反対、そういうことは何も思ってないんで

すけども、こういったことが仮に学区が撤

廃されたとしたら、こういう地域に住んで

る子どもたち、生徒たちにとってどんな影

響があるのか、その辺をちょっとわかる範

囲で結構ですのでお伺いしたいなと思いま

す。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  現在の学区ができましたのが５年前に再

編されておりまして、豊能地区の場合は第

１区ということで、当時豊中市、池田市、

箕面市だけだったんですが、それに加えて

再編によって茨木市、高槻市、吹田市が加

わったということで、東の子どもさんなん

かは茨木市のほうに行っている方もいます。

今の学生でいけば、ふえたことによって選

択肢もその分できたということであります。 

  私は全国的な流れとしまして、既に学区

制をとっておらない都道府県というのは、

東京都を含めて２２あるんですね、今、も

う半分がほぼ学区制をとっておりません。
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これはやっぱり義務教育とは違うので、僕

は高校というのは好きなところに行ったら

いいのではないかというのは私個人の考え

でもありますし、いずれにしましても保護

者の立場に立っても、通学の時間ってあり

ますから、一定の時間でないとこれは通学

も大変になりますので、ここから南の学校

に行くといってもそれはできないだろうと

思いますし、特に支障はないのではないか

なと。ただ一つ言えるのは、現在定員割れ

をしている学校もあると聞いておりますが、

一つの学校に集中するということで不合格

の子どもがふえるということはあるんだろ

うと思いますけれども、さほどこの４区を

さらに全県１区にしても支障はないのでは

ないかというふうに考えております。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  教育長の話はよくわかりました。ただ、

私は選択肢がふえるのはたしかだと思うん

ですけど、例えば学区が隣接しているとこ

ろは、こっちも行けるわ、こっちも行ける

わと選択肢がふえると思うんですね。ただ

こういうとこら辺の場所の子は、今おっし

ゃった南端の学校へ行けるわけじゃなしに、

逆にこの校区の今行っているとこら辺でそ

ういうことで不利になると、逆に人気校に

生徒が集まって、若干この地域の子が不利

益をこうむるんちゃうかなとか、立地な面

とか、そういうとこら辺でどうかなという

のは、私は一抹のちょっと不安もないこと

はないんです。今、教育長はそういうこと

で、新聞紙上で見ますと全国的にそういう

傾向に行っているのは私も十分承知してい

るんですけども、この地域から能勢電に乗

って阪急に乗って、あるいはバスに乗って

いく人が、そうしたら大阪の向こうのほう

まで行くかというのはなかなか難しいこと

で、非常に立地的なとこら辺も、これから

いろいろな機会があると思いますので、そ

ういったことも主張できるところは主張し

ていただいて、あとは制度が問題やと思い

ますので、撤廃してもいろいろな制度を、

制度設計をきちっとしていただくというこ

とを私は大事になってくると思いますので、

その辺はうちの実態をよくつかまえていた

だいて、今後対応していただきたいと思い

ます。 

  それと学力が向上するということも言わ

れてるんですね。そのための方策でもある

ということを言われている、それは実際そ

うなんですかね。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えします。 

  義務教育ではないといっても、実際に今、

９８％から９９％の生徒さんが高校に行っ

てますので、それをやったからといって全

部の学力が上がるかというのは、ちょっと

私も思っておりませんが、やはり選択肢が

ふえるということで、高校というのはやっ

ぱりその後どういう、社会人になったとき

に進むべき道というのは考えて受験される

と思いますので、大阪府では昨年から文理

学科なんかもできていますので、そういう

ところをうまく学校と保護者、生徒で話し

合って選んでいただくということで、学力

とつながるとは、そうは思っておりません。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  僕も学力が向上するとは思いませんけど

も、発端はそういうことにあるみたいなと

ころもありますので、その辺も含めて豊能

町の教育委員会としてしっかり対応してい
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ただきたいと思います。 

  次に、以前から何回か質問させていただ

いてるんですけども、小中一貫校について、

以前私の質問に対して、今後の検討だとい

うようなことをおっしゃってたんですけど

も、今の現状は実際に検討が進んでおるの

かどうかお聞かせいただきたいと思います。 

○副議長（小寺正人君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  小中一貫校の問題については、先般、西

地区小学校のあり方についての答申もいた

だいておったわけでありまして、それに基

づいて平成２３年度から東地区、西地区で

それぞれ検討していただいております。東

地区についてはもう既に小中学校が隣接し

ているということもありまして、これまで

社会、音楽、体育については生き生きとい

うことで中学校の先生が小学校に出向いて

教科を教えるということをやっております。

それに加えて平成２３年度からは使える英

語プロジェクトというのが認められまして、

大阪府から補助金をいただいて、小・中で

英語についてもやっているというのが東の

実態であります。ただ西のほうについては、

すべての学校との距離については非常に離

れているということで、そういった、一体

で先生が行き来して進めるということはな

かなか難しいということで、今お願いして

いますのは、府の学力学習状況調査によっ

て出てきた問題点、これを分析していただ

いて、小・中として関連のある問題につい

てそれを統一的に何とかできないかという

ことで、そういったソフト面について議論

をしていただいているということで、その

ハード面で施設を統合するとか、そういう

話についてはこちらからも投げかけていな

いということで、今進めているということ

でございます。 

○副議長（小寺正人君） 

  竹谷勝議員。 

○８番（竹谷 勝君） 

  ありがとうございます。生徒数が徐々に

減ってきてますし、近隣でも池田市も何か

小中一貫校を数年後にはするということで、

だんだんと包囲網も迫ってきているかなと

思います。それが必ずしもベターな方法か

どうかわかりませんけども、やっぱりその

ときのベストな方法で教育取り組んでいた

だきたいと思いますし、せっかく豊能町の

教育は非常に注目をされて、皆さんの努力

で非常によくなってきていると思いますの

で、ぜひ私の意見も聞いていただいて、で

きるだけ前向きに進むようにこれから頑張

っていただきたいと思います。 

  以上で一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

○副議長（小寺正人君） 

  以上で、豊政クラブの一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は、午後２時４０分といたします。 

（午後２時２３分 休憩） 

（午後２時４０分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、豊民クラブの一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて１

２０分とします。 

  井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  こんにちは。 

  豊民クラブ、２番・井川佳子が一般質問

をさせていただきます。 

  通告書どおりに質問させていただきます
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ので、理事者側におかれましては親切・丁

寧、わかりやすく御答弁いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

  では１番目、地域公共交通社会実験につ

いて質問させていただきます。 

  ２月に改正されまして、東西バスの早朝

とそれから最終便をなくされたことになっ

ておりますが、一体、なくしたことによっ

て予算的に幾らの経費節減になったのかお

答えいただきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  ダイヤ変更につきましては２月からやっ

ておるわけでございますけれども、今年度

の２カ月間の削減額は７６万4,０００円で

ございます。平成２４年度では２９９万1,

０００円というふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  かなりの額に驚いております。乗ってい

た人数は統計結果を出していただいてます

けれども、お二人とか１人とか、そういう

レベルだったので経費節減にはなったのか

なとは思います。 

  それで、少し前の一般質問のときに、ダ

イヤにちょっと不備があるのではないかと

いう質問をさせていただきまして、そのと

きにお答えをいただいております。次にダ

イヤを改正するとき、阪急バスと十分協議

して便利なようにしていきたいと御答弁い

ただいております。失礼ながら今回がその

機会ではなかったのか、お答えください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  平成２３年１２月から新しい西地区の阪

急バスが西地区を運転しております。また

今回、ことしの２月から東西バスの時間の

変更するということで、できるだけ阪急バ

スに対してダイヤの調整をしてほしいとい

うことで、特に牧地区から今まで出ており

ました東能勢線等が希望ヶ丘に発着する便

数がふえたということで、それらについて

は止々呂美あるいは箕面森町等で乗り合わ

せができるように調整をしてほしいという

ことで依頼をしたところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  広報されているときに、東西バスとそれ

から千里中央駅のバスですね、あの箕面森

町から出ている、乗り継ぎ表を出していら

っしゃいます。そこの中でですけれども、

ですから町としては乗り継ぎも可能である

というふうにお考えでその表を出してらっ

しゃるんですね。でも北大阪ネオポリス線

希望ヶ丘２丁目を１５時４５分発、そして

千里中央着１６時３４分にバスがあるのに、

同じ時間に希望ヶ丘から出て、豊能営業所

を発車して、箕面森町で乗り継いで、果て

は千里中央に１６時５５分に着く、要する

に同じ時間に出て乗り継ぐほうが遅いとい

う結果になってるんです。この間も質問さ

せていただいたんですけれども、なぜ、ど

うせ乗らないだろうバスに乗り継ぎ表を出

してそういうふうにされているのか、私に

はちょっと理解不能で、前回お願いしたと

きには東西バスの時間を２０分ずつ前倒し

したらすごく、同じ経費で利便性が上がる

のに、どうしてそういう工夫をなさらない

のかということをお聞きしたいです。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 
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  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  今、御質問は、泉原経由で行くバスと、

箕面森町を経由して行くバスということで、

同じ時間に出るということだというふうに

思います。これにつきましては、希望ヶ丘

だけを考えればそういうことになるという

ふうに思っております。ただ東西バスいう

のは基本的な考え方は東西の交流というこ

とで走らせているということでございます。

ですから地域公共交通会議の分科会議でも

どういうふうに時間帯を組むか、ときわ台

の３丁目、６丁目をとめるということ、そ

れから箕面森町での休憩時間をどうするか

というような問題もございまして、ダイヤ

については午前１便と夕方の１便はなくし

ましたですけれども、その間の６便につい

ては基本的には同じ時間帯で走っていると

いうことでございます。ですから東西の目

的が、東西バスの目的と千里中央へ行く目

的と違うというふうに町としては認識して

いるところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  もちろん存じております。東西バスを利

用して西の方が東へ、あるいは東の方が西

へという、そういう目的であるんですけれ

ども、でもやはり町として、乗り継ぎ表を

出してらっしゃるんですね、広報として。

そこのときに、前回質問したときに阪急バ

スと十分協議して便利なようにしていきた

いと、機会があればとおっしゃっていたの

で、今回ダイヤを改正されている、そうい

う機会をつかまえて、より今ある経費で便

利なようにしていっていただきたいと思う

のです。もちろんネオポリス線が変わるわ

けはないです。ただ町としては東西バスの

ダイヤを２０分変えるならできるんじゃな

いかと思うんですね。いかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  分科会で話をさせていただいたときに、

実態調査をしますと、やはり人数は少のう

ございますけれども、定期的に乗っておら

れるという方がおられるということから、

バスの時間を変更することによって混乱を

招くということで、今現在のもともとから

走っておりました時間を基本として考えた

ところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  時刻表も、阪急バスさんにされましても、

例えば４月１日とかではなく土曜日から変

えるとか、変則で、広報さえ行えばそれは

クリアできる問題じゃないかなと私は思い

ます。これからもし考える機会があったら、

次の機会にはお考えいただきたいと思いま

す。 

  では、デマンドタクシーの登録のことに

ついて、以前私、質問させていただきまし

た。そのときにはファクスでもできるよう

に検討されるという御答弁でしたが、改正

されているのかどうかお聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  以前に、登録がもっと便利にならないの

かという質問がありまして、ファクスでい

けるかどうかというのは検討するという答

えをさせていただきました。 

  現在は、住民の方から電話をいただいて、

ファクスでも大丈夫かということで問い合
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わせあれば、うちのほうから申請者のファ

クスを送ってそれをまた町のほうへ送り返

していただくと。確かにつきましたよとい

うことの確認をするという手順で進めると

いうことで、一応内部的にはそういう事務

をするということになっているところでご

ざいます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  ありがとうございます。前向きに取り組

んでいただいて、そういう御要望があれば

いつでも対応できるということにしている

とおっしゃられたので、一つ安心いたしま

した。 

  それで、デマンドタクシー、登録しない

と乗れないということでしたが、今は１人

登録していただいたら御同乗者の方も乗れ

るということを聞いておりまして、それも

一つ前進かなと思います。またダイヤダイ

ヤと、私ダイヤモンドが欲しいわけじゃな

いんですけど、ちょっとダイヤ改正の予定

はないのかということで質問させていただ

いてるんですが、デマンドタクシーです。

デマンドタクシーのダイヤをちょっと改正

いただけましたら、東能勢線池田行き余野

発７時３８分と８時３９分に池田に通院さ

れるというケースが割と多く見られており

まして、今、非常にバスの乗り継ぎが悪く

てたくさん皆さん困ってらっしゃるので、

阪急バスにも要望には行ってるんですけれ

ども、でもそれはそれで、この地域公共交

通会議でかけていただいたら、そのデマン

ドタクシーのダイヤぐらいと言ったら失礼

ですけど、ダイヤならこの時間に連絡して

池田に通院するという足の便利になるんじ

ゃないかなと私、考えてるんですけれども、

この件についてはいかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  東地区のデマンドバスでございますけれ

ども、これについては基本がございまして、

以前には東地区巡回バスというのが走って

おりまして、東西バスとの連絡をとって一

応走っておったわけでございますが、これ

はなくなったということで、基本的には東

西、基本的にといいますか、考え方は東西

バスのダイヤ、ここの中央公民館に間に合

うようにという走らせ方、また東西バスで

中央公民館に帰ってこられた方を各地域に

送ると、それも以前に東地区の巡回バスを

走らせていた駅まで送るということを鉄則

としておりますので、池田行きのバスとか

そんなんを考えますと切りがございません

ので、今現在はデマンドタクシーというの

はそういう運用ということで考えていると

ころでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  やっぱり質問はするもんで、どれに連絡

させてこうなっているのか、私ちょっとダ

イヤ表というんですか、見比べてみてもち

ょっとわからなかったもんですけど、東西

バスに連絡させてこの時間になってらっし

ゃるんですね。でも、どうなんでしょうね。

やはり利用のあるように改正していくのが

やっぱり町のやり方だと私は思っておりま

すので、また機会がありましたらよろしく

お願いいたします。でも私思うんですけど、

機会はつくるもんだと思っておりますので、

その点もよろしくお願いいたします。 

  では、学校及び幼稚園給食についてお伺

いいたします。町長は昨日、町の運営方針

に、昨年７月にアンケート調査を行った結

果、保護者においては中学校の給食の実施
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要望が非常に高いからと、給食を実施する

準備を進めてまいりますとおっしゃってお

りまして、先ほどの御答弁の中にも進めた

いと、実際、平成２７年からでしたか、ち

ょっと忘れましたけど、進めるというふう

なことを教育長がおっしゃっていたので実

施の方向に進んだのだなというのはよくわ

かりました。では、どのように協議を進め

てどのような選択をしたのかというのを、

今協議中だということをお聞きしましたの

で、私が思っているのは、例えば親子方式

なんかいかがなのかなと思っているので、

その親子方式の問題点ですね。どのような

問題点があるのかお聞かせいただきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  現在検討しておりますのは、４つの選択

肢すべてにおいて検討しております。その

一つが親子方式ということで、小学校でつ

くったものを中学校に運ぶ、これが親子方

式ということでございます。親子方式にも、

教育委員会では二つの方式を実は考えてお

りまして、一つは東能勢小学校でつくった

ものは東能勢中学校に運ぶ、それから東と

きわ台小学校でつくったものを吉川中学校

に運ぶという二つの方式ですね。これをや

りますと両方の施設を改修しないといけな

いと、そういう経費面での問題があります。

それから東ときわ台小学校１カ所でつくっ

たものを二つの中学校に運ぶというもう一

つの案ですね。これですと東ときわ台小学

校の調理室を改修すれば済む問題と、この

両面から検討しております。それから、実

は建築基準法の問題がありまして、学校の

この給食施設というのは工場というふうに

扱われるという問題点が実は浮上してきて

おりまして、そうしますと、それを認める

場合には地域住民に対する公聴会を開くこ

とが義務づけられております。それからさ

らには大阪府の建築審査会、この同意を得

ないとできないという、そういう問題点も

実は出てきておりまして、この辺のところ

を今細部を調整しているということで、一

定大阪府のほうとも協議を進めております

が、順調にいけばそんなに問題ではないだ

ろうということでございますが、いずれに

しましても最終結論についてはまだそんな

こともクリアしないとできませんので、今、

最終結論に向けて進めているという、そう

いう段階でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  よくわかりました。工場になってしまう

ので地域住民に聞かれることと、それから

建築審査会を経なければいけないという問

題点があるということなんですね。 

  要するにその給食は、今行われている給

食のように一クラス分ずつの、例えば容器

に入れて運ぶつもりなんでしょうか。そう

するとやっぱり中学校給食するのに休憩時

間とられるんじゃないかって心配もあると

思うんですけれども、例えば小学校でお弁

当をつくって中学校に配達できないものか、

その辺はお考えになっているんでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  現在小学校で進めておりますのは、まさ

しく今議員が言われたように食缶と言いま

して、こういう入れ物があってそこに御飯

類、主食、それからおかず、それからお吸

い物、みそ汁ですね。こういったことでそ
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れを運んでいって教室で小分けをするとい

うやり方なんですね。お弁当ということに

なりますと、これは非常に人手が要る話で、

例えば今想定してますのは吉川中学校だと

４５０食、それから東能勢中学校で１９０

食を想定してますので、これをお弁当にし

て入れるというのは相当な経費もかかりま

すし、時間的にも相当前につくらないと準

備ができないということで、ちょっとそれ

は考えていませんし、実際にカレーライス

であったりそれからめん類というところも

ありますので、ちょっとお弁当は今のとこ

ろ考えていないということでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  なるほど。メニューによって無理だろう

と、カレーとかめん類とかいろいろありま

すので、よくわかりました。 

  次、要するに私が言いたいのは、大阪府

が提示している給食制度の中に、今おっし

ゃられた親子方式といいまして、今つくっ

ている小学校の給食施設から中学校へとい

う親子方式というのが認められているんで

すね。では、ここで一つ疑問がありまして、

今、ひかり幼稚園でも給食始められたんで

すけれども、当初そのときには小学校より

給食を運ぶのはちょっと無理と、問題があ

るということで、今はランチルームで給食

をされてるんですね。どうなんでしょう、

これ、大阪府は親子方式を認めてらっしゃ

るので、そこら辺もこれクリアしてるんじ

ゃないかって私思うんですけど、いかがな

もんでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  ひかり幼稚園で実施した際には、あそこ

御承知のとおり同一敷地内にありますので、

我々考えたのは光風台小学校の調理室から

コンテナで運んでいこうという、こういう

案を考えてたんですね。それに対して保健

所のほうからは、やはりそういったのを持

ち出す場合には幾らコンテナであっても、

例えばコンテナの車輪、これを毎回消毒し

なければならないとか、そういう保健所の

要請に対してクリアできなかったというこ

とで、ちょっと今回の親子方式とは全く違

う問題であり、親子方式はきちんとしたそ

ういう搬送車がありまして、そこで密閉し

た状態で業者が運びますので、ちょっと

我々が考えていた小学校から幼稚園にコン

テナで運んでいくということは、保健所の

ほうからは無理だということでありました。

そしてさらには、あそこの距離大体３０メ

ートルぐらいしかありませんので、積んだ

りおろしたりする間に、もう子どもが動け

ばそちらのほうが速いのではないかという

ことと、それからやっぱり今後のことを考

えたときに、幼稚園児等が小学校に上がっ

たときに、やはり今言われている小１プロ

ブレムと言われるように、なじめない子ど

もを何とか早い段階から小学校になれるこ

とによってお互いの効果が出てくるという

ことでやったわけでありまして、それは現

在も非常に順調にいっているというふうに

思っておりますので、ちょっと親子方式と

は違うものだというふうに認識していただ

きたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  そうです。早いうちから小学校になれる

といういい経験だというのと、前、全国初

の小学校と幼稚園の連携だということはお

聞きはしてたんですけれども、でも大阪府
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が認めてらっしゃるならいいのかななんて

思ったんですけど、そういうあたりのこと

なんですね。よくわかりました。 

  では、次いかせていただきます。 

  エスカレーター問題についてです。光風

台駅前エスカレーター代替案検討会議に、

お話し合いを８回持たれております。それ

でエスカレーターの部品が平成３２年３月

までフルメンテできることが判明いたしま

して、当初、エスカレーターをとめるとい

う御判断でしたけれども、そのメンテがで

きる間は稼働させるということになってま

して、日立ビルシステムに最初からもし確

認しておけば、こういう事態になったのと

は思うんですけれども、確認されていたら、

今の財政再建２５項目には上げられなかっ

たのでしょうか。お答えください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  エスカレーターの問題でございますが、

当該エスカレーターは、メンテナンス会社

から聞き取りをいたしておりました時点で、

平成２６年度まででリニューアルを行う必

要があるというふうに判断しておりました。

これは当該エレベーターが製造中止になっ

たのが平成６年でございますが、それ以降

２０年間は部品の供給が行われるというふ

うにメンテナンス会社から聞いておりまし

たことから、平成２６年の年度途中から以

降は部品の調達が困難であるからリニュー

アルが必要であろうというふうに判断して

おったところでございますが、先ほどおっ

しゃっていましたように検討会議を機に再

度メンテナンス会社に詳細にその内容を問

い詰めましたところ、ストック部品とか代

替部品でのメンテナンスがあと５年程度は

可能であろうという判断が得られました。

それは当然、先ほどの５年程度のメンテナ

ンスは、天災等の大きな事象が起こらない

ことという前提のもとでのメンテナンスの

延長が可能であるということから、町とし

てはその間稼働させると判断いたしており

ました。したがいまして、財政再建２５項

目につきましてはメンテナンスが不可能で

あるか、運転修理が不可能な場合、これ以

上運行はできないと、さらに財政状況から

リニューアルについては到底なかなかしん

どいものがあるということから、再建計画

に計上したものでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  検討会議のときに聞いたのか、２５項目

を検討してたときに確認されたのか、どっ

ちなんですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

建設環境部長 

  検討会議を機に再度メンテナンス会社に

詳細に問い合わせたところ判明したもので

ございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  もし最初から今のようなことがわかって

ても、やっぱり財政再建２５項目に挙げて

らっしゃったのですね。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  稼働が可能な間は稼働させるというのが

町の趣旨でございますので、当初平成２６

年でもう部品が調達ができないという判断
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のもとで財政再建項目に計上したというこ

とでございますので、その時点でまだ部品

調達が、天災等の場合がない場合に部品調

達が可能ということが確認できておれば、

まだ稼働を延長させると、リニューアルに

ついては考えていなかったということでご

ざいます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  検討会議ですね、いかに町の財政が苦し

いかということまでをやはり住民の方に理

解していただく資料も配ってらっしゃいま

したし、会議自体はとても有意義なものだ

ったと思うんですけれども、地域住民の方

は一部負担をしてでも、やはりエスカレー

ターを進めたいということをおっしゃって

まして、そのときは維持運営費は地域住民

が負担するのでぜひとも進めてほしいとい

うことをおっしゃってたんです。でもどう

なんでしょう。エスカレーターって、私、

下から歩いたら９８段ぐらいあります。毎

日仕事から帰ってきて９８段上がる、ぜい

たくだと言ってしまったらそうかそうなの

かもしれないですけど、でも私はそう思わ

ないんですね。やっぱりあの駅の構造上、

やはりすり鉢の底にあるわけで、やはりそ

れを働く人たちを応援するという意味でも

エスカレーターは必要だと思うんです。そ

れを町の財政がこんなに厳しいと御説明な

さったので地域住民の方は負担してでも動

かしてほしいということで進められたのは

よくわかるんですけれども、まちづくりの

施策に立って考えるとき、そういうことを

地域住民の方に負担させるというのは私は

とても受け入れがたいものがあります。例

えば、じゃあ希望ヶ丘のバスを希望ヶ丘で

分担するのかとか、まちづくりというとそ

ういうもんじゃないと思うんですね。ある

場所にあるものが必要なときはやっぱり、

こちら側の人がエスカレーターを使わなく

てもそれはまちの施策としてあるべきもの

だと思うんです。こっちは使わないからお

金を払わないしというのはちょっとおかし

いです。そのために町税があって皆さん所

得に合わせて町税を払ってらっしゃる。ま

た国からも交付税がおりてきてそれを分配

されるのがやっぱり町政行政手腕だと私は

思うのですね。この考え方について何か教

えていただくことがあったらお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  現在使われております新光風台あるいは

光風台の分譲いたしました京阪神興発が新

光風台販売促進のためにエスカレーターを

設置し、それを町が維持管理をしてきたと

いう経緯がございます。現状ではやはり言

われるように、谷底にあって不便だという

ふうに考えますけれども、もともとは開発

業者が特定の地域のためにつくったという

ふうに思っております。例えばそれはまち

づくりでやるんであれば、例えばときわ台

がどうとかいろいろな地域で言えばそうい

うことが出てくるというふうに思っており

ます。ですから本当に２万3,０００人の町

の小さな財政がそのエスカレーターを維持

はしてきましたけれども、今後ともそれを

建設をして特定の光風台・新光風台の方の

ためにそれをつくらなければならないのか

というところから、住民の方といろいろと

話し合いをしてほしいということでいろい

ろとお話をしてきたところ、先ほども申さ

れましたように最終的には、維持管理経費

については地元負担をしてでも構わないか

らつけてほしいという願いがあって、町も

交付金がいただけるのであれば建設しよう
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というところまで話が進んできてたという

ふうに思っております。基本的な考え方に

ついては今後も、新たにまた５年先になる

かもわかりませんけれども、そういう話し

合いをまたすべきであるというふうに思っ

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  新光風台と光風台の方が維持運営費を分

担したいというふうにおっしゃってました。

でもそういうことを言い出すと光風台５丁

目と６丁目の人は、私たちはバスに乗るの

でエスカレーターは要りませんと、それで

もお金を払わなきゃいけなくなってるんで

すということを聞いたことがありますので、

やはりそういうことを言ってると前に進ま

ないんじゃないかなと思うんですね。とっ

くにエスカレーターの耐用年数を過ぎてい

ると、いつとまっても不思議ではないとい

うことを聞いたことがあります、実際そう

なのかもしれません。フルメンテが平成３

２年３月までできるという、何か突発的な

ことがなければできるという保証があるか

ら、今そういうふうに落ちついたというふ

うに聞いておりますが、でも私は変えるな

ら今かと思うんですね。これからどんどん

税収が減っていきます。今一番、これから

先を考えれば今一番税収が多いときかもし

れません。このときに国の補助金制度を使

いますと５５％補助していただけるという

ふうにも会議で話されているのを聞きまし

て、今せっかく話を持ち上げてできてるん

ですから、今つけかえるべきじゃないかと

私は思うんですけれども、いかがでしょう

か。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  エスカレーターのつけかえのお考えのよ

うですが、今現在２月の２６日が最終とし

て行われました駅前エスカレーター代替案

検討会議の報告書というのがまだ我々のほ

うに届いておりません。報告書は会議の内

容を見れば大方わかるわけですけれども、

それを正式に受けた段階で今後の検討とい

うふうに考えていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  先日の検討会議に出ましたら、報告書と

いうのを今まとめてらっしゃるところでし

て、これをまだ提出されてないので見てな

いと、そういう御答弁でしたけれども、で

も、今まで対策を練ってこなかったから今

があるんです。ですから今対策しないと、

また５年後に同じことをやらなきゃいけな

いと思います。そのときに国の補助金があ

るかないかなんて今からわからないです。

ないかもしれない。そういう現状をどうぞ

おくみおきいただいて、この報告書でまた

考え直していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

  では、次の質問に移らせていただきます。 

  光風台と新光風台を結ぶ橋、光風台大橋

という修繕費が上がっていたんですけれど

も、まちのほうでは橋梁長寿命化修繕計画

というのを立ててらっしゃいまして、実は

平成２０年度現在で７０の橋が豊能町には

あるというふうにおっしゃっています。そ

れで、そこの計画の中では、本当に悪くな

るまで放っとくよりも、ちょっと傷みかけ

たころにちゃんと修繕をしていくとその橋

の寿命がとても延びるんだということをホ

ームページでも紹介されておりまして、私
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も勉強させていただいたところなんですが、

では一番大きな橋、いろいろあるんですけ

ど、この光風台大橋ですね、この橋につい

ての中長期的な修繕計画はどうなっている

のかお知らせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  橋梁の長寿命化修繕計画につきましては、

本町の中長期的な考え方というのはホーム

ページにも掲載しているというのをごらん

いただいているということでございますの

で、この光風台大橋の計画でございます。

まずこれは平成２１年度に耐震調査を実施

いたしました。この調査によりまして地震

に対する耐力、耐える力が不足していると

いうことが判明いたしましたために、来年

度平成２４年度から平成２５年度の２カ年

の事業で耐震補強工事を行い、かけかえの

必要はないと考えております。それでさら

に過去に、昭和６３年に塗装の補修を行っ

ておりまして、これらの状況を踏まえなが

ら今後の橋梁の維持管理、長寿命化を行っ

ていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  平成２１年に耐震調査を行われて、地震

はということでお聞きしました。２年間耐

震の工事すれば建てかえの必要はないとい

うことなんですね。そのときの細かい数字

があったら教えていただきたいです。 

○議長（福岡邦彬君） 

  予算書の中に入ってますので。 

○２番（井川佳子君） 

  わかりました。何か支障があるなら別に

いです。 

○議長（福岡邦彬君） 

  いや、支障はないです。 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  平成２１年度の耐震診断の調査結果は、

申しわけございませんが、今、手元に資料

がございませんで。地震に対する耐力が不

足しているということだけは申し上げられ

ますが、その数値については手元に資料が

ございません。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  とにかく地震への補強をするということ

で、わかりました。つけかえの必要もない

ということを今一緒にさっき説明していた

だいたので、次の質問に移らせていただき

ます。 

  ふるさと納税です。ふるさと納税をして

いただいた方に、猪名川町ではぼたんなべ

のセットをプレゼントされていると、朝日

新聞の夕刊の第一面にばんと出てたんです

ね。ぜひ、ぼたんなべだったら豊能町にも

あるかも、シシがいっぱい走っております

ので、何か本町でもそんな話題性のある楽

しい企画ができるんじゃないかなと思いま

す。例えばかあちゃん味噌でありますとか

かあちゃん漬けでありますとか、地域で加

工しているものまだまだあります。またシ

イタケの原木でも対応できると思うんです

が、こういう計画はなさってらっしゃらな

いのでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  ふるさと納税に対するプレゼントという

ような形でございますけれど、この制度で
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きたときにはそういうことも一応検討した

ことはございましたですけども、ちょっと

効果に疑問があるなということでおいた経

緯がございます。大阪府下の中で今４３市

町村ございますけれども、そういうプレゼ

ントを実施しているというのについては１

６団体がされているというふうに思ってお

ります。 

  猪名川町の、先ほど言われました新聞の

報道を見てみますと、２００８年度では寄

附が２０件あって２４５万円あったと、こ

れ平均１２万円でございます。２００９年

度は９件あって平均で６万6,０００円。２

０１０年度は３件で５万円とあったと。と

ころがぼたんなべの材料を送っていきます

と、非常に件数はふえておりますけれども

一件当たりの額が１万2,０００円、猪名川

町に問い合わせしますと、郵送料も入れて5,

０００円を出しているというような状況で

ございまして、実質的には全額で６０万円

ほどしか入っていないというような形にな

るんではないかというふうにちょっと思っ

ておりまして、今後ちょっと大阪府下の状

況等も研究をさせていただきたいというふ

うに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  実質６０万円しか入じゃなかったという

ところはちょっと悲しいものがあるんです

けれども、でも朝日新聞の夕刊でも第一面

にばんと猪名川町って出たところが私、素

敵なところだと思うんですね。ぜひとも我

がまち豊能もばんと載るような、そういう

企画が欲しいと思います。 

  私、一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  次に、岩城重義議員を指名いたします。 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  ４番、豊民クラブの岩城でございます。 

  通告に従いまして質問をさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

  まず最初に、改正ＮＰＯ法についてお尋

ねいたします。 

  今回の改正は昨年の６月に成立したもの

で、１９９８年に制定されたＮＰＯ法を抜

本的に改正し、地域のことは地域で決める、

地方分権、地域主権に向けて改正されたも

のであり、町長が日ごろおっしゃっておら

れます住民との協働のための核になるもの

であると思います。その内容は大きく分け

て２つの部分からできており、一つはＮＰ

Ｏ法人制度に関する部分で、ＮＰＯ法人の

活動分野に観光の振興を図る活動と農山漁

村及び中山間地域の振興を図る活動及び都

道府県、政令市の条例で定める活動の３つ

の分野が追加されました。また、内閣府の

認証事務をなくし、主たる事務所の都道府

県、政令市に移管すること等になりました。 

  もう一つは認証ＮＰＯ法人制度の改正で、

認定ＮＰＯ法人制度をＮＰＯ法に盛り込む

こととし、認定機関を国税庁から都道府県

政令市へ移管することになり、さらにパブ

リックサポートテストが免除される仮認定

制度が導入されました。豊能町におきまし

ては、これらの改正ＮＰＯ法についての対

応をお聞きいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えいたします。 

  議員いろいろおっしゃいましたので余り

言うことはないんでございますが、この法

律改正に伴いまして、地方自治体では全く

異なる２種類の条例をつくる必要が生じた

ということでございます。先ほど言われま
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したように、一つは改正ＮＰＯ法の施行条

例であります。この法律改正によりまして

条例に委任する部分が多数ございますので、

所管庁でございます都道府県、政令指定都

市が条例で規定するものでございます。大

阪府におきまして、現在、大阪府特定非営

利活動促進法施行条例の一部改正に向けて

審議されているということを聞いておりま

す。本町としましては、大阪府からの事務

の権限移譲によりまして大阪府のＮＰＯ促

進法施行条例改正に合わせて、施行細則の

一部を改正する必要が生じます。本町では

そういう施行細則の一部改正の必要が生じ

るということでございます。府から施行細

則が示され次第、改正事務を進めていきた

いと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  豊能町でも至急に取り組んでいかなけれ

ばならない問題だと思っております。さら

に新しい寄附税制で認証ＮＰＯ法人への寄

附がしやすくなったわけですが、これらに

対する施行条例が必要になって、先ほどお

答えいただきましたけども、特に設立認証

等の権限移譲を豊能町が受けているわけで

すので、できるだけ早くこれをやっていた

だいて、ＮＰＯ法人を支援していただきた

く思っております。 

  次に、認定ＮＰＯ法人等に住民が寄附を

したときに、地方税が減免になる対象法人

の範囲を定めるための３号指定条例が必要

となるんですけども、これに対してのお考

えをお聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  議員御指摘の、ＮＰＯ法人に対する３号

の件でございますが、地方税法３１４条の

７の３号に規定するものでございまして、

条例で指定を行えば当該団体に対する寄附

金のうち町民税分の６％の税額控除ができ

るということでございます。例えば１０万

円寄附をされれば町民税の5,８８０円は町

の免除ができると、条例を制定すればそう

いうことになるということでございます。

この３号指定につきましては、今現在は公

認のＮＰＯ法人が該当しまして、これは国

税庁の認可に今はなっておりますけれども、

この４月から大阪府の認定になるというふ

うに聞いているところでございます。今回

大阪府もこういう条例については出されて

おらないというふうに思っておりますので、

大阪府等々が条例を定められれば、うちの

ほうも検討してまいりたいというふうに思

っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  これ大阪市はもうできてるわけですね。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  私の知り得ている限りでは、大阪府が今

回４月から国税庁にかわってＮＰＯの団体

を認定すると。今現在認定されているのは、

大阪府下で、３号については４団体という

ふうに聞いております。 

  今、議員御指摘の、大阪市ではそういう

条例が制定されているということでござい

ますが、ちょっと私のほうは情報は仕入れ

てませんで、大阪府が認定をされるという

ものでございますので、大阪府のほうもそ

ういう税の控除というような体勢をとられ

ましたらうちもそういう公認のＮＰＯにつ
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いての免除ということも検討したいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願

いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  先ほどの地方税が減免ということですけ

ども、これは新しい法律で、結構知らない

方が多いと思いますので、すべてトータル

で幾ら減税されるのかお聞かせ願いますで

しょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  先ほど言いました１０万円寄附をされた

ときには、所得税につきましては税額控除

ランクがございますので、予想では９万8,

０００円から３万9,２００円ぐらいまでの

幅で、その所得に合わせて所得税の控除が

されるというふうに思います。 

  地方税を見ますと、仮に府が指定されて

も４％ですので、3,９２０円。先ほど言い

ましたけれども町では5,８８０円になるの

ではないかというふうに思っているところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  私がちょっと調べたところでは、今まで

のことですけども、国がやったときは４

０％で、府が条例をつくったときはそれに

プラス４％、豊能町がその条例をつくって

いただいたときはプラスであと６％という

ことで、寄附した方が半分帰ってくるとい

うことは、ＮＰＯ法人にとりましては寄附

金が集めやすいということになりまして、

先ほど言いましたけども、住民との協働の

ためにはこれはやっぱり率先して豊能町で

もやっていくということが必要だと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  次に、自治体がＮＰＯ法人を個別に指定

することで、その自治体の住民が個別指定

を受けたＮＰＯ法人に寄附をしたときに、

その人の個人住民税が減免される４号指定

条例も必要であると考えますが、豊能町の

お考えをお聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  ４号指定でございますけれども、これに

ついては一般のＮＰＯ法人が該当するとい

うふうに思っておりまして、この指定につ

きましては町村でＮＰＯの認可ができると

いうふうに思っておりまして、これは町単

独で条例を設置すれば６％の税額控除とい

うのは可能かというふうに思っております。 

  この制度自体、今現在我々の情報を得て

おりますところでは、今、４月から上げて

おられるのは愛知県の刈谷市というところ

が上げておられるというふうに聞いており

まして、今後ちょっと情勢を見ながら検討

してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  それでは、早期の条例制定ということを

期待申し上げまして、次の質問に移らさせ

ていただきます。 

  次は、学校等における災害時避難態勢に

ついてお聞きをいたします。 

  まず中学校での対応をお聞きいたします。

よろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 
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  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  災害時における学校の避難態勢でござい

ますが、各学校から学校安全計画を提出し

てもらっております。まず学校のより安全

な場所に待機するとともに、保護者に連絡

をして迎えにきていただける状況ならば迎

えを頼む体制でございます。 

  連絡方法でございますが、緊急連絡網と

して各学校が作成している電話及び緊急メ

ールシステムによる連絡がございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  １年前になりますけども、東北地方の災

害のときにおきまして、このグラウンドで

集めて親に来てもらうということの計画で

あったがために大変な結果を招いたという

ことがありまして、豊能町におきましては

まず津波はないやろうということで、その

分は安心できるんですけども、火災のとき

も余り関係ないみたいや思うんですけど、

その辺がありますので、よく具体的なもの

を練っていただきたいと思うんです。 

  次に、小学校での対応ですね。それをち

ょっとまたお聞きしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  小学校の場合の避難態勢でございますが、

基本的には先ほど中学校のケースと同じで

ございます。まず１点目は安全な場所に待

機する。次に保護者に連絡をして迎えに来

てもらう状況ならば迎えに来ていただく。

あとは緊急連絡網として電話及び緊急メー

ルシステムによる連絡でございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  それでは次に、幼稚園、保育所ではどの

ような体制をとっておられるかお聞きいた

します。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  これは各学校、所園、小学校、中学校も

先ほど答弁させていただいた内容と同じで

ございます。ただ、保育所・幼稚園だけは、

これは日ごろの訓練でございますが、毎月

避難訓練、これは地震と火災、両方を交互

にやっております。ただ１カ月だけに関し

ては地震・火災の同時発生を想定して避難

訓練を行っているものでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  幼稚園・保育所では、やっぱり歩くこと

が困難なゼロ歳児、３歳児までぐらいでし

ょうか、いてはりますので、具体的にどの

ようにされるのかを、ゼロ歳児、歩行困難

な方に対する対処ですね。それをちょっと

お聞きしたいんですけど。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  先ほど次長がお答えしましたように、

小・中学校についてはさほど変わりありま
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せんが、特に保育所等については両親が働

いているという現状がありますので、これ

についてはとにかく連絡した後、引き取り

に来られるのかどうかということを確認す

ることが第一なんですが、それで例えば子

どもさんによっては何時なら迎えに行ける

という、そういうことをきちんと職員が把

握した上で、完全にその保護者に渡すまで

は職員が責任を持って待機させるといいま

すか、そういうことは指導しております。 

  それから先ほど、私も、議員が言われた

ように、今回の岩手県の大川小学校のこと

をおっしゃったんだと思うんですが、約８

割の子どもが亡くなったんですね。その際

に、やはり校庭に集めたはいいんだけども、

四、五十分そこで、要するに僕は判断にち

ょっと、ミスとは言いませんけれども、判

断を誤ったのかなと、もう少し早く判断で

きれば、ほかの学校は全員助かっていると

ころもあるんですが、なぜ大川小学校だけ

がそうなったのかという、その辺はやっぱ

り日ごろから職員の意思疎通というのがち

ょっと足らなかったのかなと、そういう面

ではそれを受けて各保幼小中には指導した

ところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  その辺のことがありましたので、新たに

確認させてもうたわけですけども、今、教

育長おっしゃられました保育所の場合です

ね。先生１人に対して約３人とか見てるわ

けですね。このときに、いざ火事になった

とき、本当に教室から脱出することができ

るのかどうかをちょっと心配しているわけ

です。その辺をどういう体制をとって、１

人が３人見てると、これほんまにできるん

やろかと、外へ一たん出すのにね。火事は

グラウンドへ出たらいいですわな。それを

ちょっとお聞きしたいんです。具体的にそ

んなことが可能かどうか、お願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  今、議員がおっしゃられたのは、ゼロ歳

児については３対１、それから１・２歳児

については６対１、２歳児については２０

対１という、そういう一応の標準といいま

すか基準が定められていますので、それに

よって職員を配置しています。今回のその

震災を受けて、私も防災訓練、見にいきま

した。実際訓練ですから、どうかなと思っ

て見てましたけてども、一定、ゼロ歳児の

場合はほかの非常勤の方もお手伝いをされ

て、やはり１対１で連れていかないと、３

人一緒というのはできませんので、その辺

のところは中で工夫してやっているようで

すが、いざそういうときがあれば、やっぱ

り近隣の小学校、中学校もそうですが教育

委員会も駆けつけると、そういったことが

必要かなというふうに思っています。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  その辺の駆けつけるという体制をやっぱ

り前もってつくっておかんといかんと思う

んです。幼稚園・保育所なりの近所の方も

いらっしゃいますわね。その人らにお願い

するということを前もって計画して、とに

かく子どもをそんなことで死なしてはいか

んいかんということ第一ですので、それを

早目に計画していただいて、より実践とい

うか、実践あったらいかんのですけども、

それに向けた取り組みをしていただきたい

と思います。それで、よろしいでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 
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  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  十分その課題については把握しておりま

すので、これからもやっぱり地域に根差し

た義務教育、保幼のあり方ということを進

めていきたいと思っておりますので、そう

いった機会がありましたら地域住民の方々

にも御支援をお願いするというような説明

会などもさせていただきたいと思っていま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  それではよろしくお願いいたします。 

  次の項目に移りまして、ユーベルホール

の運営についてお聞きいたします。廃止論

からこの１年間たったわけですけども、こ

の１年間の今の現状につきまして、どのよ

うにお考えかお聞かせ願います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  ユーベルホールの廃止論からこの１年間

の現状ということでございますが、平成２

２年度の財政再建計画ではユーベルホール

の廃止ということの項目があったわけでご

ざいますが、平成２３年度１年間ユーベル

ホールを運営させていただきまして、全体

的な経費の削減を図りながらも、オオサカ

ン、吹奏楽の楽団でございますが、との連

携、あるいはまちの音楽家、これはロビー

を中心にやっていただけいただいたわけで

ございます。そして２月の、つい最近の２

月２５日の米朝、桂一門でございましたけ

れども、豊能町の住民さんはもちろん、近

隣の住民さんも含めた方が来ていただき、

基本的には多くの来場者があったというこ

とでございます。 

  毎回行っておりますアンケート調査にお

きましても、これはホールの事業、ロビー

コンサートの事業も含めまして、リピータ

ーの数がかなりあったというところでござ

います。事業の中身につきましては、一定

の好評を得ているものと考えておるところ

でございます。 

  貸館につきましても、これは裏方もスポ

ット的にやってくれたわけでございますが、

利用者の理解と協力もあり、スムーズに行

われたと考えております。 

  また、事業におきましては、住民さんか

ら手伝うよというボランティアの申し出も

あったり、少しずつ住民さんとの協力体制

もできておるのではないかなと考えており

ます。 

  平成２３年度の総利用者数でございます

が、これは自主事業、ホールでやった事業、

あるいはロビーの事業も含めまして、平成

２２年度が１万8,７２４人でございました

が、平成２３年度は２万1,５００人の皆さ

んがお見えになったというところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  ユーベルホールの運営に関しまして、予

算的には１年ごとの更新みたいな形でなっ

ておりまして、長期的に計画することがで

きない状態ですわね、これ。これはどうも

ぐあい悪いんじゃないかと私思うので、せ

めて、ほんまは長期でできたらありがたい

んですけれども、せめて３年計画ぐらいの

計画を持ってやられてはいかがかと思うん

ですけども、その辺のお考えはどないでし

ょうか。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  ユーベルホール廃止論が出ましてから毎

年検証していくというスタンスでやってお

りますが、議員おっしゃるられるように２

年先、３年先に例えばこういう人を呼びた

いとかいうのはなかなか非常に厳しい状況

があるのは事実でございますが、ホールと

いたしましては、毎年毎年、今のところで

すけれども、努力して限られた予算の枠で

事業を展開していきたいなと考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  このホールの運営に関しまして、他の市

町村では、例えば振興財団つくってみたり、

文化協会的なものをこしらえて外郭団体み

たいな形で運営されているところもあるん

ですけども、その外郭団体をつくって運営

するということはお考えないでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  議員のおっしゃっておられる外郭団体、

例えば文化振興財団というのがございます

が、これは逆に文化振興財団が今や指定管

理者が出てきまして、かなり文化振興財団

から指定管理者へ移行しているという現状

がございます。指定管理者のサービスの向

上と同時に、経費の軽減をうたっておると

いうのは指定管理者でございますが、ただ

指定管理者は非常に施設の運営と維持に特

化してしまっているというのが特にホール

の中では現状だと思います。もう一つの文

化振興財団ですけれども、これは専門家を

雇う等ございますけれども、あるいは文化

振興財団同士の広域の文化施策としての兼

ね合いとか広がりとかいうのは一時あった

んですけれども、今はこれまた経費面が文

化予算の削減というような状況の中で、非

常に振興財団が指定管理者に移行したり、

あるいはなくなっていっておるというのが

現状でございますので、そういうことも含

めまして、今は直営でやっておるわけです

が、今の直営のやり方がベストではないで

すけれども、経費等を勘案したときには、

地味でございますけれども、維持するのに

は一番ベターなのではないかなと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  よく理解はできるんですけども、そこで

私からの一つの提案みたいなことですけど

も、一番最初私が申し上げましたＮＰＯ法

人、これをちょっと音頭をとっていただい

て、育成していただいていうことも考えら

れると思うんです。豊能町には文化に造詣

の深い方がたくさん、たくさんいらっしゃ

います、個人個人が。その人らと連携しま

して、そのＮＰＯ法人をつくっていただい

て、そこで運営、企画、これをやっていた

だくという手もあると思うので、これが町

長がいつもおっしゃられている協働のまち

づくりという観点には一番合致していると

思うんですけども、その辺ちょっと骨を折

っていただくというようなことはできない

かお聞きいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 
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  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  ユーベルホールの運営につきましては、

非公式には私のところに２件ほど具体のお

話を持ってこられたところがあります。た

だ、じゃあそこに幾ら予算をつけるかとい

う話のときに、ちょっとこれではという、

折り合わないところもありまして、なかな

か引き受け手ということを考えますと難し

いのかなと。今、次長が言いましたように、

平成２３年度は新たな連携事業というのを

スタートしましたので、私としてはこれを

もう１年ぐらいちょっと続けて様子を見た

いというのが教育委員会の考えでして、そ

れでもいろいろな問題とか出てくれば、ま

たそういうことは考えていこうかなとは思

ってますが、いずれにしても行政がすべて

これからもやるのがベターだとは思ってお

りませんので、いろいろな取り組みも検討

はしていきたいと思っています。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  今、教育長のほうから二、三の方が来ら

れたということをお聞きして、結構うれし

い気持ちになってますけども、今回また私

の提案しているようなことをはたを振って

いただいた場合に、町として、もっと集ま

ってくるんじゃないかと思うんです。ボラ

ンティアでもやったろうという方が私ほん

まにおると思いますねん。豊能町の文化を

育てるため、ボランティアで私やったるわ

という方が、私ほんまにはた振った場合、

結構おられると思うんです。その人らと協

働してやるには、やっぱり一番ええのが先

ほど言いましたＮＰＯだと思いますので、

この辺やっぱり、今、１年後ぐらいに考え

るとおっしゃいましたけども、何とかその

辺を早目にやったほうが運営的には楽じゃ

ないかと思うんです、費用面に関しまして

も。その辺をやっぱり検討していただきた

く考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上で私の質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後４時１０分とさせていただき

ます。放送をもってお知らせいたします。 

（午後３時５３分 休憩） 

（午後４時１０分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、橋本謙司議員を指名いたします。 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  それでは、本日ラストバッターで、１番、

豊民クラブの橋本が質問させていただきま

す。 

  本日は、町政運営方針について通告書に

沿って質問をさせていただきますが、第４

次総合計画に掲げるまちづくり６項目の項

目ごとに質問をさせていただきます。ただ

ちょっと若干順番が前後しますので、その

あたりは御了承いただきたいなと思います。 

  まず最初に、第１項目目の住民と行政と

の信頼・協働によるまちづくりについての

中にあります情報発信について御質問させ

ていただきます。 

  この中で、本町に興味を持っていただけ

る積極的な情報発信ということで掲げられ

てますが、この積極的な情報発信とはどの

ようなことをお考えか、まずお尋ねします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 
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  町政の情報の提供については、広報やホ

ームページで町の予算あるいは施策、決算

などについて詳しく積極的に情報発信をし

ていきたい、またホームページを活用いた

しまして、町内外の町の魅力をアピールし、

各それぞれの施策等を打ち出していきたい

というふうに思っているところでございま

す。特段こういうことをやるからというこ

とでホームページを変えるとかいうことは

現在のところ考えておらないということで

ございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  今、乾総務部長おっしゃっていただいた

件はここに書いてるので、大体そういうこ

とかなというのはわかるんですが、多分な

かなか、きょうの質問の回答等々も聞いて

いると、ホームページに掲載、掲示します

ということがよく言われています。ただ、

別にホームページを否定するわけじゃない

んですけど、ホームページ上に掲示しても

当然見にこなければ見れないという悪さが

１点としてあると思うんです。ただ、当然

そういう意味では広報というのも必要だと

いうふうには感じてますが、その中で単な

る掲示ではなくて、以前にもちょっと御提

案をしましたけども、例えば町長のあいさ

つを動画配信したりとか、先ほども出てま

したけども、町の見どころとかいうような

ことを動画で配信するとか、また例えば管

理職のブログだとかツイッターとかフェイ

スブックとかいうようなものを活用しなが

らの情報発信ということをしていけば、逆

に例えば行政が情報更新すれば、それをフ

ォローしているフォロワーといわれる方に

はその情報が伝わるというふうな、今そう

いうようないい仕組みがあるので、ぜひと

もそういうようなことを活用しながら、待

ちの情報発信だけじゃなくて、打って出る

情報発信ということをしていくことが今後

必要じゃないかなというふうに考えていま

す。そんなところで、その辺のお考えにつ

いて再度お聞きします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  改善をする点というのは多々あるだろう

というふうに思っております。これについ

ては一遍になかなかいきませんので、御提

案あったやつについても十分検討して、ま

ずは町としては各課にそれぞれ情報を持っ

ているやつを、今以上に発信をしていきた

いと、今年度はそういうふうに思っている

ところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  そのように、当然、町政の運営方針にも

掲げられてありますので、やはり本当に町

に興味を持っていただける、持っていただ

きたいというふうに考えるんであれば、や

はり本腰を入れてそのあたりも取り組んで

いく必要があるというふうに思っています。

またこのあたりについては今後６月議会に

も再度また御質問させていただきたいなと

思いますので、ぜひとも本気で検討いただ

きたいというふうに思います。 

  続いて、高齢者協働セミナーについて御

質問いたします。 

  先ほど御説明あって、私自身も当然、協

働のまちづくりということを進めるには高

齢者の方々の経験や知見、知識、知恵とい

うものが必要だということは同感なんです

けども、先ほどちょっとセミナーの中身、

こういうことですよということで御説明あ
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りましたけども、行政の各部課の課長クラ

スが町の現状を説明してしていただく、そ

れに対してそのセミナーに参加していただ

いた方がどういうことができるかというこ

と考えていただくんだということであった

んですが、もうちょっと詳しく教えていた

だきたいんですが、その辺のセミナー、ま

ずやる、やることは当然ですよね。ただそ

の中でどういうふうにその参加していただ

いた方に、その後そういうふうなまちの協

働というものに参画をしていただくのかと

いう、そこのつながりがもう一つイメージ

がわかなかったんですが、そのあたりもう

一度ちょっと御説明いただけますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  セミナーの後、住民の方に協働参画をし

ていただく、それにどういうふうにつなげ

ていくのかということでございます。これ

については、今はまだ具体にどういうふう

にやっていくかというやつについてはまだ

決まっておりませんで、町の考えとしまし

ては、やはりそういう知識等を住民の方あ

るいは地域に生かしていただこうとするな

らば、町とそういう方々と一体になって進

めていかなければならない、まずそのため

には町の状況について一定わかりやすく、

余り難しい、高度じゃなくて、来られた方

がわかりやすいように各課長が説明して、

一定の町の状況あるいは課題、それぞれ抱

えている課題、それと今後どういうふうな

方向に向いていくというような、それぞれ

の各担当でそういう考え方を持っておりま

すので、まずそういうのを住民の方に御理

解をいただいて、その反響でもって、これ

については今後また検討してどうつなげて

いくかというようなやつについては検討し

なければならないというふうに思っている

ところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  今お聞きした中で、私自身ちょっと感じ

たのが、多分その中で２つ、これは個人的

にお願いしたいなというのが、一つは当然

そういうような、まず今の町の現状を知っ

ていただく、それは大事なことやと思うん

です。それは逆にそのセミナーに参加して

いただいた方だけじゃなくて、当然町民に

対してもそういうような情報をあわせて発

信できるような、例えば資料の構成とかい

うようなことをぜひともお願いしたいなと

いうのが１点。 

  もう１点は、やはりそれを進めると同時

に、当然職員がすべきことというのと住民

の方にお願いできることという、多分すみ

分けをどこかでしとかないと、仮に協働に

参画してもらうにしても、当然行政しかで

きないこと、すべきことを町民にお任せす

るというのは当然おかしな話になってきま

すので、そのあたりもちょっとその辺の色

づけというのはしとくほうがいいんじゃな

いかなと思いますし、ぜひともしていただ

きたいなというふうに思います。 

  もう１点が、みずからが地域や人に何が

できるかを学んで実践していただくという

ことで、その後、文章が続いているんです

が、やはりその中でこのセミナーに参加し

ていただく、みずからが何ができるかとい

うのを感じていただく、それを実践してい

ただくという一連のプロセスがあるんです

けども、そのあたりで、逆に学んで実践し

ていただくって余り強制的なものにならな

いように、本来そういうのは町長が多分求

められてる協働というのも、住民ができる

ことをできるときに最大限やってもらうと
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いうことだと思うんですよね。余り強制に

なると多分なかなか参加者が減ったりとか

いうこともありますから、そのあたりも十

分配慮いただきたいなというふうに思って

ます。 

  あと、それに引き続いて、逆に協働、協

働、確かにいいことだし、住民のパワーを

借りなければいけない時代に来ているとい

うことは十分認識はしてます。ただその中

で、そこは先ほど申し上げたように、当然

行政がすべきこと、住民にお願いできるこ

とというすみ分けをしてほしいというのは、

余り、逆に行政の責任放棄というか、住民

に任せっ切りになるということだけはちょ

っと避けていただきたいなというふうに感

じていますが、そのあたりはどのようにお

考えでしょう。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  当然、協働のまちづくりということで、

行政がやらなければならないものそれから

住民の方の協力によってしていただけるも

の、それも強制でなくて積極的にやってや

ろうという方が多く集まっていただけると

いうのが理想だというふうに思っておりま

す。そういうことについては、今後、そう

いう講座を開きながら、どういうことがや

ってもらえるのか、あるいはどういうこと

については私らがやりますよというような

意見交換とか、そういうようなことができ

ればというふうに思っているところでござ

います。一遍にはなかなかいきませんので、

いろいろな分野で徐々に進められていける

ところからいければというふうに思ってい

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  今、乾部長がおっしゃったとおりで、い

ろいろなことに手をつけるというのはなか

なか難しいので、一つ一つ進んでいただけ

たらいいのかなというふうには思ってます。 

  その中で個人的にですけども、この高齢

者協働セミナーという、非常に僕、高齢者

という表現に違和感を感じているんです。

その辺は、例えば豊能サポーターとかいう

ような形で、別に高齢者、入ってもらうの

は、例えば年齢制限があってもいいかもわ

からない。ただ高齢者という表現自体、僕

は変えたほうがええんちゃうかなというふ

うには思うんですが、そのあたりはどうお

考えですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  高齢者の名称でございますが、先ほども

言いましたけれども、第一線を引かれた方

という、働ける間は働けたら働こうという

形で生活等を送っておられるというふうに

考えてまして、一定そういうことを考えら

れるについては６５歳以上ぐらいの人かな

というふうに思ってまして、別に名前に高

齢者というやつにはこだわりませんねんけ

れども、一定高齢者、６５歳以上について

は高齢者というふうにはすみ分けがされて

おりますので、我々としてはそういう名前

はつけたわけでございますが、必ずしもそ

の名前にはこだわらないというのが町のス

タンスだというふうに思っていただきたい

と思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  せっかくこういうようなことで新たな試
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みをしていく中で、別に僕がその高齢者と

いう表現に違和感を持っているって、それ

はどうでもいんですけど、ただやっぱり参

加される方のその辺の意見も逆に聞いてい

ただけたらなと。その中で例えば当然この

セミナーに参加していただいた方が、今後

こういうようなまちの協働ですか、協働の

まちづくりということに参画をしていただ

こうと、当然そういうような中心になる人

物の方に参加していただく、先ほどそのセ

ミナーごとに人は変わってもという話あり

ましたけども、やはりそういうような、や

っていただけるという意気込みのある方に

は、やはりそれなりの、別にセミナーじゃ

なくて、今後そういうような、例えば豊能

サポーターとしてしっかりとまちづくりに

協力してくださいねというような位置づけ

を持ってもらうほうがいんじゃないかなと、

そういう意味で高齢者協働セミナーという

名前は、ちょっと僕は変えたほうがいいん

ちゃうかなという、これはあくまで御提案

です。別に僕もこだわってはないですが、

せっかくまちづくりの中心的な存在にとい

うような意味であれば、ちょっと名前も変

えたほうがええんちゃうかなというような

こともあるので、ぜひともまたこのセミナ

ーに参加された方にもその辺の御意見をお

聞きいただきたいなというふうに思います。

この点については、やはり行政のマスター

ベーションにならんように、やはりセミナ

ーをするということが目的じゃなくて、手

法はそのセミナーにこだわらずに、当然参

加いただいた方が協働のまちづくりに参加

しよう、またそれをみんなに声かけて広め

ようというふうに思っていただけるような

今後の展開をぜひともお願いしたいなと思

います。 

  次に、町所有の遊休地の有効活用につい

てということでお聞きします。まずこの町

所有の遊休地というのはどれほどあるのか、

もし御提示できるのであればお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  町の遊休地がどんなのがあるのかという

ことでございますが、あらかた言いますと、

戸知山それから旧の余野の教員住宅跡、そ

れから余野プールの跡地、それから高山の

教員住宅、それから旧の吉川保育所、それ

から旧の吉川支所、それから町営住宅、西

地区ですけれども、吉川住宅の１戸を除き

ます区画がございます。それと新光風台の

消防分団の用地、それからシートスの裏の

山、それから新光風台のＳ字カーブ、それ

から新光風台の交番所用地、それから旧光

風台の分団詰所、それから旧の社協の事務

所、それから旧の児童館、ざっと１４カ所

ございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  ありがとうございます。思ったよりちょ

っと多いなというふうに思いますけども、

その中で今後進めていく中で、やはり有効

活用するものと当然売却するものというこ

とで種別は今後していかれるかなというふ

うに思うんですが、そのあたりの、例えば

ここは有効活用する、ここは売却すると、

そういうふうな種別というのは今されてる

んですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  種別は大分前、もう５年も６年ぐらい前

になると思うんですけど、一定公有財産の
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どういうふうに活用するかというのは検討

したことがございまして、一応そのときに

は売却をする予定というのは余野の教員住

宅、高山の教員住宅、それから吉川保育所、

それから吉川の住宅、それと旧社協事務所

の跡地ということを入れておりました。そ

こにはもう既に売れております東ときわ台

８丁目の分も入れておりまして、これは１

件売れたということでございます。 

  活用しようというやつについては、戸知

山それから余野プール、吉川支所、それと

Ｓ字カーブと児童館というふうに思ってお

ります。 

  そのほかがまだ検討未着手な土地という

状況でございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  ありがとうございます。今、検討された

のが五、六年前ということで、ちょっと僕

の勉強不足もあって申しわけなかったです

が、五、六年前に検討されたということな

ので、逆に今現状見たときにどうなのかと

いうことも踏まえて、また見直しも含めて

やっていただきたいなということと、あと

遊休地もそうですけども、当然その中の戸

知山の有効活用についても、やはり町の活

性化だとか町のＰＲ、目玉として何らかの

展開をぜひとも考えていただきたいなとい

うふうに思います。そのあたりについては

また私も今後提案させていただきたいなと

思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

  続きまして、第２項目目の、地域で育て

地域で育つ、人を大切にするまちづくりに

ついてに移りたいと思います。 

  まず１点目が、中学校給食について、先

ほど何名かの方から御質問ありました。そ

の中で基本的には実施する方向で進めたい

ということでしたが、その中で当然、運営

方針にも書かれているとおり、保護者のニ

ーズというのが非常に高いということは、

先般のアンケートの結果でお聞きしてます。

その半面、子どもたちの反対意見も多かっ

たということで聞いています。そのあたり

の子どもの反対意見に対する対応について

どのようにされるかお聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  確かに昨年実施したアンケートによれば、

生徒側の約７割がお弁当がいい、それから

保護者の約８割が給食導入、全く相反する

結果が出ております。ただ大阪府が進めて

いるこの学校給食の導入のねらいというの

を考えたときに、私は２つあると思ってい

るんです。一つは府の学力学習状況調査の

中で、お昼をどうされてますか、あるいは

朝食はどうされていますかという設問の中

で、やはりきちんと食事をとってこない生

徒がふえているということ、それにどう対

応するかという問題ですね。それからもう

一つはつくり手側の問題、やはり今の家庭

の環境も変わってきておりまして、夫婦と

も働いていたり、あるいはひとり親家庭が

ふえていいるために持ってこれないという、

そこに着目したというのが今回のねらいで

して、だから給食がいいのかお弁当がいい

のかというのは次の段階の問題だと私は把

握してるんですね。ですからそこはきちん

と学校にも言ってますが、導入するという

方向で、府内全体が平成２７年度までとい

うことを出してますので、そこはやはりき

ちんと家庭でお話し合いをしてほしいとい

うことでありまして、やはり府が求めてい
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るように全員が喫食できるということで御

納得いただくということでしかないのでは

ないかと考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  ありがとうございます。確かに学力向上、

親・保護者への負担軽減と、確かにそこは

キーワードとしては２つかなというふうに

思います。 

  先般もこの豊能町のＰＴＡの母親委員会

の中で、そういうふうな教育、食育アドバ

イザーの方が来られて、食ということとそ

れに対する心と体ということについて講演

会があったということで聞いてます。それ

がすごくいい講演だったと、逆に学校の先

生とかもたくさん来て聞いてほしかったと

いうようなことも聞いてますけども、その

講演の中でもやっぱり食育の重要性という

のは述べられてまして、逆に例えば給食だ

からいいということじゃなくて、その給食

でもその中身ということではやっぱりとし

っかりと見詰め直さなあかんということが

言われてたそうです。給食だけども例えば

ミートボールが出てるとか、ハムばかり出

てるとか、そういうふうなことではやっぱ

りあかんということもありますので、逆に

保護者のニーズ、今の現状の社会状況等々

も含めた中で上で、大阪府もそういうふう

に助成もしてくれるということなので、個

人的にはぜひとも給食実施お願いしたいな

と思いますけども、やはりその給食の採用

については、当然従来の今までの小学校の

給食の延長線上で考えるんじゃなくて、そ

こも評価しながら、やはりどういうものを

出していくのがいいのかというようなこと

で、その食育の観点で食材なりメニューな

りというのもぜひとも検討いただきたいと

いうことで強く要望しておきます。よろし

くお願いします。 

  次に、青少年育成について、この運営方

針を読ませていただくと、青少年育成イコ

ール郷土愛の醸成というふうな見え方がす

るんですが、この青少年の育成という目的

はどのようにお考えですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  青少年の育成の目的でございますが、

知・徳・体を学んで身につけていただいて、

地域を担う人材、あるいは社会の一端を担

う人材、あるいは国家を担う人材に成長し

ていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  ありがとうございます。確かにその社会、

国家の一端を担う、地域を担う、それは当

然大事なことだと思います。その中で、青

少年に社会や地域の一員であることを理解

させることにより郷土への愛着が生まれる

という表現があるんです。その中で、僕こ

れ自身がちょっと、理解させるという表現

自体が余りにも上から目線であかんのちゃ

うかなと、個人的には思ってます。そのあ

たりどう理解されてますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  若干その表現、確かに議員御指摘のとお

り、ちょっと表現がきついのかなというよ

うな気はいたしますが、ここに書いており

ます中身は郷土愛、地域・地元への愛着を
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持っていただきたいと、これが青少年育成

には必要であると、こういう意味でござい

ます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  今は大分、僕が育った環境からも３０年

たっています。そんな中で僕も小さいころ

を思い出すと、やはり地元のおっちゃん、

先生方がやっぱり一生懸命やってくれたな

と、今になってそれを思ってます。そこは

多分今の子どもたちもきっと自分らが大人

になるまでそれはわからへんのちゃうかな

と思ってます。その中で、やっぱりその青

少年育成というベースには、大人が子ども

たちに真剣に向き合うことから始まるんち

ゃうかなというふうに感じてます。その中

で当然家庭、地域、学校というものが正面

から向き合い支え合うということが必要で

すし、そういうような環境をぜひとも整備

していただきたいなと。そういう意味では

やはり中学校の学校の行事だとか、例えば

中学校のクラブ活動等々も、やっぱりその

体裁を整えるだけじゃなくて、またこなす

ということだけじゃなくて、ほんまに今の

子どもたちに何が必要なのか、子どもたち

が何を望んでるか、そのためにどうやった

ら望みをかなえてやれるかというような観

点でぜひとも教育、青少年育成ということ

を考えていただきたいなと、そこは強く思

ってますし、ぜひともそういうようなこと

で、多分大人が真剣になれば子どもたちも

わかると思うし、そういうようなことで逆

に子どもたちがこの町に住んでよかったな

というふうに思ってもらえるように心底や

っていただきたいなと思ってますので、よ

ろしくお願いします。 

  次に、生涯スポーツの振興についてお聞

きします。 

  今ここ数年、なかなか目新しい活動とい

うのは余りないんじゃないかなというふう

に感じてますが、例年と違う工夫というの

はことしは何か考えておられるのかお聞き

します。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  スポーツ振興に関して例年と違う工夫と

いうことでございますが、平成２３年度行

いましたのが、豊能町スポーツ推進委員会

の皆さんあるいは体育連盟の皆さんを中心

に、あるいは指定管理者であります東京ド

ームがシートスで行っている事業でござい

ますが、春夏のトレッキング教室、スポー

ツてんこもり、これはシートスで行った事

業でございますが、滋賀県のもう一つは近

江八幡で行ったサイクリングイベント、シ

ートスで行ってます、これは第５回目にな

りますがフロアカーリングということで、

行っております。ただ、サイクリングイベ

ントにしましても、最近ここ数年前にやり

始めたところでございます。トレッキング

に関しましては春と冬は３月、今度１７日、

大阪府の金剛山へ行くわけですけれども、

これは違いかどうかわかりませんが、今ま

で豊能町以外のトレッキングということで

山へ行っておったわけですが、豊能町の中

にも豊能十名山という山がございますので、

できましたら視点を変えまして、先ほどの

青少年育成にもつなげて、身近な自分たち

の地域にいろいろなすばらしい自然と山が

あるというようなことも含めまして、また

検討していきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 
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  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  ありがとうございます。最終的にはこの

生涯スポーツというのも、当然あらゆる世

代が楽しんで体を動かす、健康で生き生き

過ごすという環境が整備できたらいいのか

なと思いますけども、やはりその中で、例

えば今既存の社会教育団体だとかそういう

団体いろいろあると思うんです。その辺の

連携というのも今後やっぱりしっかりやっ

ていかないとなかなか厳しいもんがあるん

ちゃうかなというふうに思いますので、ぜ

ひともそのあたりも評価・検討いただくよ

うにお願いをしておきます。 

  次、ちょっと飛ぶんですけど、時間の関

係もありまして、第５項目目の活力あるま

ちづくりについて御質問させていただきた

いと思います。 

  この中で、この運営方針では、活力ある

まちづくりイコール農業振興というように

読めるんですけども、別に農業がだめだと

いうことではありませんけども、本当に先

ほどからあった、例えば農産物の直売所も

話が進まなかった等々を踏まえたときに、

本当にこの活力あるまちづくりというのが

農業振興でできるのかという点について、

まずお伺いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  第５項目の活力あるまちづくりというこ

とにつきましては、農業振興のみならず、

あらゆる面で定住化の促進、第１期実施計

画に掲げております定住化の促進、観光の

振興等々、すべての要素を含んでいるもの

というふうに理解しております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  その中でやっぱり、いろいろと掲げてい

ただいてますけども、どうしても、例えば

特産品一つにしても、なかなか町内外への

ＰＲできるようなものが今あるのかという

ことと、仮にあってもそれがうまいこと伝

えられてないという悪さはあると思います。

その中で、例えば特産品などの町内外への

ＰＲという観点で見ると、例えば従来の反

省と今後についてどのようにお考えでしょ

うか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  本町の特産品といたしましては、なにわ

の伝統野菜に認証されております高山真菜、

高山牛蒡、それから観光協会が推奨してお

りますヤーコン等が本町の特産品というか、

ＰＲ対象品目であろうと思っております。

さらにＰＲの方法、すべにつきましては、

現状では観光協会によるところが多分でご

ざいまして、観光協会によるホームページ、

フォトコンテストの実施等々によるＰＲ、

並びに同様に本町をＰＲするすべとしてハ

イキングコース云々、観光マップという観

光協会による諸活動でございますね。これ

らによるところの事業運営を行っていると

ころでございまして、現状と反省とあるの

は、特段に新たにさらにプラスアルファの

要素がなかなかなし得てないというのは反

省しなければならない点というふうに考え

ております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  今おっしゃっていただいたように、高山

の真菜、高山の牛蒡、ヤーコン、当然存じ

上げてますけども、その分がどれぐらい認
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知度があるのか、それは別にものが悪いこ

とじゃなくて、多分やっぱりその辺のＰＲ

の仕方も悪いんじゃないかなと思ってます。

多分だからその辺で観光協会におんぶにだ

っこではなくて、やはりその辺も指導・助

言しながら、やはりもっともっといい広報

の仕方もあると思うんあるんじゃないかな

というふうに思いますし、やはり、例えば

ホームページに載せる一つにしても、その

ホームページをどうやったら見てもらえる

かというような工夫もしていかないとあか

んのちゃうかなというふうには思ってます。

そんなとこでやはり先ほど申し上げたよう

な、ツイッターとかフェイスブックという

機能も追加しながらやっていくと、多分こ

れは見てもらう人がふえると思います。そ

れは僕、個人的につくってるやつでもそう

いうような工夫というのはつくりながらや

ってますので、ぜひとも行政、認知度を上

げるということでもぜひともやっていただ

きたいなと思いますし、もう１点は、やは

り町内外をＰＲするものが例えば今、高山

真菜、牛蒡、ヤーコン、あるんであれば、

そしたらそれをＰＲする組織、またＰＲす

る手法をというのをやっぱり検討していか

んとなかなか進まないんじゃないかなとい

うふうに思ってます。これは前回の議会で

も僕、御提案させていただきましたけども、

やはりそういうふうな専属組織等々も含め

て、やはり今後考えていくような時代にき

てるんじゃないかなというふうに思ってお

りますので、そのあたりについて１点御質

問します。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  行政が行うＰＲ活動、十分でないという

点についてはおっしゃるとおりであろうと

いうふうには、反省すべき点は多々あると

いう点は認めざるを得ないと思いますが、

専属組織となりますと、なかなか限られた

人材の中で効率的な組織運営を行っていく

中で、町の特産品をはじめとするＰＲのた

めの専属組織というのは非常に厳しいもの

があるというふうに考えておるところでご

ざいます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  この論理はなかなか、今言うて今結論が

出るものではないですけども、やはりその

あたりも含めて、今あるものでいいのかど

うかという評価も含めて、やっぱりやって

いくべきじゃないかなというふうに思いま

す。その中で先ほど申し上げましたように、

別に農業を否定するわけではありませんけ

ども、例えば農産物の直売所の話もうまく

進まなかった、僕これは農業だけにこだわ

る必要はというのはないんじゃないかなと

いうふうに思ってますし、どのような取り

組みをすれば活力あるまちになるのかとい

うことで考えるべきじゃないかなと。先ほ

どもあったようなまちづくりリーダーとい

うものも、当初農業、農産物の直売所とい

うことにテーマを絞って募集されたという

ようなことですから、本来まちづくりリー

ダーというものは、そういうテーマを絞ら

ずに、どういうことをすればまちが活気づ

くかというところからの、テーマの選定か

らやはりしてもらうということからしない

と、もともと農産物の直売所ありきで集め

た、これは集めたときから多分うまくいか

ないということは重々わかってましたが、

それは多分行政もわかってたはずです。そ

のあたりも含めて、やはりそれに特化する

んではなくて、その辺のどういうことをや

ればいいのかという論議からやっぱりして
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いってもらうことから始めるほうがいんじ

ゃないかなというふうに思いますし、やっ

ぱり積極的な論議を重ねてまちの売りを生

み出すというふうな取り組みをぜひともし

ていただきたいと思います。 

  最後に、第４項目目の、元気で暮らせる

支え合いのまちづくりについて御質問させ

ていただきます。 

  その中で子宮頸がんワクチンについて、

設置状況等々は先ほどお伺いしました。そ

の中でこの平成２３年度やっていただいた

結果、私自身も思ったんですけど、これは

ちょっと国の問題かもしれません。制度上

ワクチン接種の期間が、まず最初に接種し

て、その後１か月後にして、また最後、最

初にしたときから６カ月後にするというこ

とになってますから、なかなかこのあたり

も、下期の例えば１０月に気づいたらなか

なかその接種というのは厳しいということ

になりますので、その辺の改善策というの

はなかなか難しいと思いますけども、どの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 

  お答えいたします。 

  子宮頸がんワクチンの件でございますけ

ど、下半期、１０月以降に接種された方に

つきましては、１回目接種から６カ月後に

３回目接種となるということでございます。

本年３月までには接種が不可能であるとい

う現状でございます。しかし平成２４年度

も引き続き本事業を実施いたしますので、

本事業の対象者として接種は可能であると

いうことでございます。以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  やっぱりその辺があって、ぜひともこれ

は年度単位のあれなんで、たまたま今回、

平成２４年度はつくということになりまし

たから対象ですということですけども、や

はりそのあたり踏まえて、できるだけ上期

中に１回目を受けてもらうというふうなこ

とで、しっかりその告知も含めて周知をぜ

ひともいただきたいなというふうに思いま

すし、やはりそんな中で、本当にこのワク

チン接種の効果・必要性というのがあるん

であれば、やっぱり適切なタイミングであ

る中学生年代での集団接種というのもぜひ

とも検討いただきたいなというふうに思い

ますし、そのことが将来的に見ると多分そ

の辺のワクチン接種で相当ながんの発症と

いいますか、子宮頸がんになりにくいとい

うことになってますから、ぜひともそのあ

たりも検討いただきたいなということを強

く要望しまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上で豊民クラブの一般質問を終わりま

す。 

  以上をもって、本日の日程は全部終了い

たしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、３月７日午前９時３０分より会

議を開きます。 

  本日は、どうも御苦労さんでした。 

 

散会 午後４時４８分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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